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平成２９年第５回府中町議会定例会 

会 議 録（第３号） 

 

１．開 会 年 月 日     平成２９年１２月１５日（金） 

２．招 集 の 場 所     府中町議会議事堂 

３．開 議 年 月 日     平成２９年１２月１９日（火） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１７名） 

   議長  中 村 武 弘 君    副議長  山 口 晃 司 君 

   １番  岩 竹 博 明 君     ２番  木 田 圭 司 君 

   ３番  橋 井   肇 君     ４番  梶 川 三樹夫 君 

   ５番  繁 政 秀 子 君     ７番  二 見 伸 吾 君 

   ８番  上 原   貢 君     ９番  益 田 芳 子 君 

  １０番  児 玉 利 典 君    １１番  林     拡 君 

  １２番  西   友 幸 君    １３君  中 村   勤 君 

  １４番  西 山   優 君    １７番  小 菅 巻 子 君 

  １８番  力 山   彰 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（０名） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．付議事件 

  １ 会議録署名議員の指名 

  ２ 一般質問 

  ３ 第４５号議案 平成２９年度府中町一般会計補正予算（第５号） 

  ４ 第４６号議案 平成２９年度府中町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

  ５ 議員提出第３号議案 道路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を求める意 

              見書 

  ６ 議員提出第４号議案 私立幼稚園教諭の処遇改善などを求める意見書 

  ７ 議員提出第５号議案 精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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７．説明のため会議に出席した者 

      町 長   佐 藤 信 治 君 

      副 町 長   岡 野 浩 子 君 

      教 育 長   高 杉 良 知 君 

      企 画 財 政 部 長    高 石 寛 智 君 

      総 務 部 長    坂 本 雅 司 君 

      福 祉 保 健 部 長    山 西 仁 子 君 

      生 活 環 境 部 長    戸 田 秀 生 君 

      建 設 部 長    梶 川 幸 正 君 

      向洋駅周辺区画整理事務所長    脇 本 哲 也 君 

      消 防 長   寺 尾 光 司 君 

      教 育 部 長    奥 田 米 穂 君 

      総 務 部 次 長   大 塚 圭 子 君 

      福 祉 保 健 部 次 長    新 見 公 平 君 

      生 活 環 境 部 次 長    金 光 一 隆 君 

      建 設 部 次 長   池 口 豊 記 君 

      財 政 課 長    胡 子 幸 穂 君 

      高 齢 介 護 課 長    森     太 君 

      健 康 推 進 課 長    長 西 弘 子 君 

      環 境 課 長    屋 敷   学 君 

      都 市 整 備 課 長    岡 村 紀 行 君 

      下 水 道 課 長   原 田   司 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．職務のため会議に出席した者 

      議 会 事 務 局 長    榎 並 隆 浩 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開議 午前 ９時３０分） 

○議長（中村武弘君） 皆さん、おはようございます。少し早いようですが始めたいと

思います。よろしくお願いいたします。 
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  ただいまの出席議員は１７名で、定足数に達しておりますので、議会は成立いたし

ております。よって、平成２９年第５回府中町議会定例会第３日目の会議を開きます。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程でございますが、お手元に配付いたしております日程で会議を進め

てまいりたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、議事日程のとおり会議を進め

ることと決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日は、１２番西議員、１３番中村勤議員を指名いたします。よろしくお願いいた

します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第２、一般質問を議題に供します。 

  昨日に引き続き、厚生関係の質問を行います。 

  厚生関係、第３項、火葬場設置の都市計画決定について、１２番西議員の質問を行

います。 

  １２番西議員。 

○１２番（西 友幸君） 皆さん、おはようございます。きょうは火葬場設置の都市計

画決定ということですが、主には都市計画決定についてということを議題にして話し

たいと思います。 

  火葬場設置の都市計画決定についてですが、初めに本件は砂防効果があり、保安林

に指定されていることは十分承知の上で話しています。 

  火葬場設置の都市計画決定について質問いたします。 

  質問趣旨は、昭和３８年５月に、し尿、浄化槽汚泥の処理を共同で行うため、安芸

地区衛生施設管理組合が設置され、昭和５７年３月に坂町にし尿・浄化槽汚泥処理施

設を建設しました。 

  また、平成１４年１２月からは可燃ごみを焼却する施設を建設し、運転してます。 

  しかし、安芸地区衛生施設管理組合においては、焼却場の建設を最後に、その後の

施設の建設はありません。 
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  同組合は、安芸地区広域火葬場建設事業計画を策定し、昭和５９年ですね、もう三

十数年たっとるわけなんですが、１１月に揚倉山に都市計画決定をされていますが、

いまだに建設に至っていません。 

  ついては、揚倉山周辺の土地の有効利用の観点から、次の２点を伺います。 

  １つとして、都市計画決定されているこの計画は長い間進んでおらず、いわば塩漬

け状態の土地となっています。そうしていることからも、今後の見通しをどのように

考えているのかをお伺いします。 

  ２つ目として、もし実現の見通しがないと判断されるのであれば、安芸地区衛生施

設管理組合に計画の見直しを申し立て、揚倉山周辺の土地を他に有効利用できる施策

を展開するという考えはありませんか。 

  今、理事で府中町から行ってるのは町長と議長が行って、議長も時たま報告をされ

ていますが、一体何しに組合の理事に話し合いに行っとるんか、私ら全然わからんで

すよ、本当。それで、都市計画決定されて運用長い期間本当ほっとかれて、住民なん

か大迷惑してますよ。そこらを踏まえてぜひ答弁お願いします。よろしくお願いしま

す。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（戸田秀生君） 皆様、おはようございます。生活環境部長です。

１２番西議員の火葬場設置の都市計画決定について御答弁させていただきます。 

  本年、３月議会の一般質問における答弁と重なる部分もあるかと思いますが、安芸

地区衛生施設管理組合について、まず御説明させていただきます。 

  安芸地区衛生施設管理組合は、地方自治法第２８４条第２項に定める一部事務組合

で、府中町、海田町、熊野町、坂町、広島市、広島市におきましては安芸区、東区の

一部で共同処理を行うために組織されておるものでございます。 

  事業には４つの柱がございます。 

  １つ目、し尿処理施設の設置、管理運営事務、２つ目、ごみ焼却場の設置、管理運

営事務、３つ目、不燃物処理場の設置、管理運営事務、４つ目が火葬場の設置、管理

運営事務となっております。 

  当該事業を遂行するために、各市町で役割分担して施設の建設から管理運営までを

行うことに決定しております。 
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  ちなみに、し尿処理及びごみ焼却施設処理は坂町、不燃物処理は広島市、火葬場が

府中町となっております。 

  火葬場は都市において必要不可欠な施設であり、しかも周辺環境への配慮も必要と

なる施設であることから、現在の候補地が選定され、昭和５９年に都市計画決定した

ものでございます。火葬場の引受地となった府中町は、構成団体としての役割を果た

しているものと考えております。 

  それでは、１点目の御質問、都市計画決定されているこの計画は長い間進んでおら

ず、今後の見通しをどのようにお考えですかについてお答えいたします。 

  安芸地区衛生施設管理組合では、先ほど御説明いたしました４事業のうち未着手の

施設整備につきまして、不燃物処理場の設置が優先的に検討されることになっており

ます。火葬場については、その後議論されることとなっております。 

  しかしながら、し尿・浄化槽汚泥の処理施設やごみ焼却施設は既に建設されており

ますが、し尿処理施設については昭和５７年３月に稼働し、３５年を経過しているた

め、設備の老朽化が進み、リニューアルや施設の更新等の検討が必要になっておりま

す。 

  また、ごみ焼却施設は、長寿命化工事により２０３２年まで使用可能となりました

が、それ以降につきましては候補地選定が必要になっております。 

  このことから、安芸地区衛生施設管理組合では、まずはし尿処理施設、ごみ焼却場、

不燃物処理場の整備が優先されているものと考えております。 

  とはいいましても、議員おっしゃいますように、現在火葬場建設の計画に進展がな

いということにつきましては、事業の優先順位ということにつきまして、再確認をし

たいと考えております。 

  ２点目の御質問、安芸地区衛生施設管理組合に計画の見直しを申し立て、揚倉山周

辺の土地を他に有効利用できる施策を展開するというお考えはありますかということ

についてですが、火葬場設置及び管理運営につきましては、安芸地区衛生施設管理組

合で共同処理されるものとされた事務であり、組合を構成する１市４町の権能から除

外されるもので、火葬場設置計画の見直しについては、当該組合の合意と代替場所の

確保が必要となります。 

  また、火葬場建設予定場所についてですが、この場所は保安林となっております。

議員の御指摘のありましたように保安林となっておりますので、この土地につきまし
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てはこれまでも保安林として活用されており、山の保全という形で有効に今後も活用

していくことになると考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  １２番西議員。 

○１２番（西 友幸君） 答弁ありがとうございました。再度申し上げますが、都市計

画自体、本来予定線を設定後に何もせずに放置状態、いわば塩漬け状態で放置すると

いうことはいかがなものか疑問があります。 

  例えば、先ほど都市計画で私話しすると言いましたが、道路なんかのことをちょっ

と出してみますと、昨日も歴史民俗資料館の話でそこへ道路予定線が通っていると。

これも昭和３９年の都市計画でございますよ。昭和３９年。これきのう職員に聞いた

ら、連立が終わってからゆっくりとやると。そしたら、私ら生きとる間にできへんの

ですよ。何をふざけたこと言いよるか思う。 

  例えば、先ほどもちょっと言ったんですが、安芸衛管に出て何の話をしとるんか、

本当に。ただ給料もらうために出とるんかいうことですね。 

  私の情報では、連立は来年広島市が発表するということでございますが、市街地で

あれば当然制限も受けるわけです。建築基準法に照らし合わせてセットバックせにゃ

いけんとか、２階建てはこれ以上建てたらいけんとか、いろんな状況で都市計画が住

民を守るどころか、法律は将来、法律いうか行政は町民、市民、国民を守っていかに

ゃいけない義務があるのに、かえって義務を押しつけて野放し状態。今言ったように

昭和３９年から今までずっと迷惑かけてきとるわけなんです。建築に関して言えば。

それを補償する気はないんですか。 

  そこらを言ってるんですが、本当に例えばもう宇品線とか青崎草津線なんか一部も

う解除になってます。廃止してます。府中町はまだいっぱい都市計画がありますよね。

例えば、仁保橋から鹿籠神社に抜ける線とか、これ今買収はしてますけど、これも連

立が済まんとこれ高架ですので上に上がりません。いわゆる、要するに連続立体交差

課いう県に課があるのに、仕事がない。何もないんです。 

  きのうちょっと中村勤議員とそこの青崎、庁舎の前の川の補修を見たら、連続立体

交差課が発注しとるんです。そんなばかなことってあり得んですよ、普通。どう思い

ますか、本当。長年都市計画を放置すれば、大きな問題が起きます。そこらのことを
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行政として当然やっていかなければいけないのに、放置状態をこのままでいいと思わ

れるかどうか。その点についてもちょっとこれはね、どういった都市計画を設定する。

課長とか部長級ではちょっと答えられないので、ちょっと町長答えて。もういいわ。

その前に後でもう一回聞きますので、その点について答えてください。何年も放置し

ていいもんか、それで迷惑をこうむった人に補償せんでもいいのかということを聞か

せてください。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（戸田秀生君） 都市計画決定されて長いこと塩漬けという表現をいた

だいたんですが、町といたしましてはあそこの土地が町の土地でございますけども、

将来的に火葬場を建てるために都市計画決定をいたしまして、火葬場のほうが今のと

ころ喫緊の課題、安芸地区衛生施設管理組合では優先順位が４番目ということにされ

て、その状況がずっと続いておるわけでございます。 

  ただ、その土地につきましては、先ほども申し上げましたように保安林、いわゆる

災害を防ぐために水をためる保安林として活用というか指定されておりますので、保

安林の機能は十分果たしておると思います。 

  保安林につきましては、保安林の解除も大変な手続といいますか、制約がいろいろ

とありまして、公的な事業でなければちょっと解除という形ではできないんですけど

も、そういった意味で災害をあそこのところで水を治水しているということから、有

効には使われているものと判断しておりますので、決して塩漬けというような意識で

はございません。 

  以上でございます。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  １２番西議員。 

○１２番（西 友幸君） 最初にちょっとほかの都市計画決定も触れますよとちょっと

話をしたつもりなんですが、私言ったのは、今の揚倉の上の焼却場のことだけしか答

えてないですよね。ほかにも大事な都市計画。都市計画法が安易に法の網をかぶせて、

それで迷惑をこうむってる人に対してどう責任をとるかということを今お聞きしたつ

もりなんですが、これ３問目ですのでもう町長ちょっとそこら辺のことについて含め

て、例えば今の安芸衛管です、出席していらっしゃいますので、揚倉山健康運動公園
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も実際やる気ないと私は思ってます。それをやるためには、瀬戸ハイムとかいろんな

ところの同意とって大変なことになると思います。次にやる、やる言うてますけど、

私はやらないと思ってます。はっきり言って。 

  例えば、熊野なんか焼山に焼却場できてもうそっちへ行ってますね。自分のところ

つくるよりいいですから。ちょっと職員、発言がちょっとええかげんのように思いま

すけど、全体、都市計画法含めて安芸衛管のことも、年に何回開催されとるかも私は

知りませんが、そこらについて毎度意見を出されてるんかどうか。海田なんか産廃を

海から外に搬出する港も設定されてますけど、これもやる気ありませんのでやってま

せん。安芸衛管について言えばですね。今の坂の焼却場が唯一実現しとるだけです。

熊野も焼却場は指定になってますけども、これもやらんと言ってます。 

  そういった全般を含めて、町長の立場としてどう考えてるか、ちょっとそこらを説

明してください。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） まず、都市計画でございますけど、都市計画というのは将来を

見据えて都市としての土地利用、都市施設の計画を定めて、その実現のために今御指

摘があったように規制であるとか誘導していくということでありまして、またその計

画を実現するために都市施設を建設する等の都市計画事業を行うというものでござい

ます。 

  計画を具体的に事業着手する場合には、計画決定だけではなくて事業認可を取得し

て、法手続を踏まえて進めていくということでございます。地権者等に対する規制等

も、計画決定と事業認可の段階で各段階によって規制の内容が変わってきてるという

のが都市計画、御存じのとおりでございます。 

  都市計画事業というのは、そういう将来を見据えた都市の計画でございますので、

全ての事業を直ちにやっていけるというものでもありませんし、現実にはそれはでき

ません。ただ、一般論で申し上げますと、御指摘のように長い期間都市計画決定がさ

れておって事業が手がつかないということになると、社会環境とか外部環境が変わっ

たりして、これ一般論ではありますけども、そういう状況がありますと計画を変更す

る、あるいは見直し、廃止をするということは一般論としてあります。もちろんそう

いう変更がなければ、できるだけ事業者としては速やかに計画が実現できるように努
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力はしていく必要があるというふうに思います。これ一般論です。 

  本件についてでございますけども、これは部長のほうからも答弁ございましたが、

安芸地区衛生施設管理組合のほうの権能ということでございますので、ここでは構成

団体として物を言うというふうに御理解いただきたいです。それと、何やっとるかさ

っぱりわからんということですが、申しわけないんですけど、安芸衛管の議会があれ

ば議長報告、あるいは町長報告で必ず本会議で報告させていただいておりますので、

そういうふうにしてるということを御理解いただきたいというふうに思います。 

  具体的には、この火葬場、部長のほうから申し上げましたように、安芸地区衛生施

設管理組合で担う４つの事業のうち、し尿処理場、ごみ焼却場、それから不燃物処理

については、現に運営あるいは使用されておるわけでございますけれども、また先ほ

ど答弁がありましたように、近い将来に施設の更新、あるいは候補地の選定が具体的

な課題になってくるというテーマであります。 

  火葬場につきましては、議員御指摘のように安芸郡４町につきましては、広島市、

あるいは呉市等の火葬場を利用することによって当面困っていないというのが実態で

ございまして、組合としては火葬場以外のし尿、ごみ、不燃物を優先的に事業をやっ

て、火葬場は当面やる事業ではないという認識にあるということだろうと思います。 

  当面やる事業ではないということは、イコールやる必要のない事業ではないわけで

す。今、直ちにせにゃいけんということではないです。というのも今現在、今申し上

げましたように、広島市、呉市さん等で利用できる自治体も、これ法手続を踏まえて

できてるわけじゃないです。そういう微妙な関係の中で実際利用させていただいて、

それで安芸郡４町の火葬場の事業は進んでるということでございますので、法的に利

用できる権利が町民にあれば、これはやらなくてもいいんかなという話になるかもし

れませんが、そういう微妙なとこにおりますので、優先順位は遅いんだけども、やる

必要のない事業でやらないんだということではございません。当面事業をしないとい

う認識であろうというふうに思います。 

  したがって、安芸地区衛生施設管理組合、これは安芸地区衛生施設管理組合の中で

議論すべきで、議論の余地が今ないんですけど、仮に議論するにしても廃止はあり得

ないというふうに考えております。 

  それから、そうすると今の計画決定している揚倉山で火葬場を都市計画決定してま

すが、これについてどうなんかという御質問もございますけど、そういう状況で安芸
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地区衛生施設管理組合のほうでそういう状況でありますので、それの実現の可能性が

あるとか、ましてやその他の事業選定、ちょっと部長のほうで答弁ありましたが、そ

ういうことが必要になってくると申し上げましたが、そういうことを今具体的に検討

する段階でもないというふうには思っておりますので、そのような突っ込んだ検討は

するつもりはございません。 

  それから、もう一つ御留意いただきたいのは、これは議員さんも御指摘であります

し答弁もありましたが、現在の府中町の火葬場の計画決定区域は町有地であることで

すね。２つ目には、都市計画の市街化調整区域ということです。もう一つが保安林の

指定されてる土地だということでございます。御存じのように、市街化調整区域とい

うのは、市街化を抑制する区域であります。もちろん公益性のあるものなら許可があ

るという例外はありますけど、基本的に市街化を抑制するところです。 

  もう一つの重要なのは、保安林ということです。部長の答弁がありましたように、

保安林として十分な機能を今役割果たしていると、塩漬けでほっぽらかしとる土地で

はないということでございまして、我々としては現在の当該土地については保安林と

して住民の皆さん、公益性を十分発揮した土地であるという認識でございます。 

  御指摘のようにもうちょっと有効に利用できないんかという御指摘でございますけ

れども、これは保安林を解除するということは非常にハードルが高いと。これ土石流

を防御している保安林ですから、それを安易に何か変えると土石流の原因になります

から、解除するためにはよほどのことがないとできない。具体的に、法的には土地収

用法等の適用する事業であれば可能です。火葬場は都市計画法に基づく都市施設です

から、土地収用法が適用される施設、都市施設ですので、火葬場をつくるのは保安林

の解除の一つの要素になります。できます。だから、計画決定しとるわけですが、そ

の際にも火葬場をぱんとつくるだけじゃなしに、土石流を防御する施設等も同時につ

くって初めて解除できるわけで、簡単にできるもんではありませんし、例えば有効活

用するためにあそこを計画をやめて、その土地を保安林解除する。それで、売却して

しまうと。これは絶対できません。保安林の解除の要件から全く外れますから、そう

いうことは不可能です。 

  そういう状況でございますので、答弁がありましたように現在の計画決定、諸般の

状況の中で計画決定を、事業を廃止するというふうには考えておりませんし、かつ現

在の状態というのは保安林として有益性、公益性を持って維持されてるというふうに
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考えておりますので、そのように御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第３項、火葬場設置の都市計画決定について、１２番

西議員の質問を終わります。 

  続いて、厚生関係、第４項、健康づくり運動の拡大を、１３番中村勤議員の質問を

行います。 

  １３番中村勤議員。 

○１３番（中村 勤君） 皆さん、おはようございます。中村勤です。健康づくり運動

の拡大をということで質問いたします。 

  元気な高齢者が地域で活躍できるためには、何よりも健康で元気な生活が送れるた

めの健康寿命の延伸を目指すことが大切であると思います。 

  そのための一つとして、最も身近な運動である歩くこと、中でも脚筋効果の高いイ

ンターバル速歩を軸にすることが好ましいと言われています。 

  府中町では空城山公園において、年度は定かではありませんが、平成２０年ごろか

らかと思いますが、健康推進課の職員の協力もあり、それまで多くの町民の個々人で

活躍というか、ウオーキングが一つの自立したグループの活動として、現在でも日々

の継続した生きがいとしてみずからの健康推進に取り組んでいます。 

  今後ともこうした活動の輪を全町に広めるためには、行政としても啓発活動やリー

ダー育成、ウオーキングコース選定助言など積極的な支援を行い、健康づくり運動を

さらに広げていただきたいと思いますが、見解を伺います。 

  以上でございます。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） １３番中村議員からの健康づくり運動の拡大をという

御質問に御答弁申し上げます。 

  現在、健康づくりの推進につきましては、平成２６年３月に策定いたしました第

２次健康増進計画、食育推進計画に基づき、町内の健康づくりに関係する各種団体、

企業、保健医療関係者、教育関係者、住民グループ、行政により、朝パッ君ネットワ

ークという推進体制を組織して、協働により進めております。 

  また、健康づくりの観点からの運動を推進するために、平成７年度から運動普及推
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進員を養成し、現在では２２人の運動普及推進員で協議会を組織して、ボランティア

でウオーキングやストレッチ等を楽しく健康づくり活動としておおむね月１回事業を

実施していただいております。 

  議員御指摘のとおり、平成２０年ごろの活動につきましては、当初国民健康保険の

保険事業の一環としてウオーキングに取り組み、その後参加者の中から自主的な活動

として役割を引き受けてくださった住民の皆さんにより、その活動が継続されたと伺

っており、さまざまな健康づくり活動を推進する上で、大変理想的なケースであった

ものと感じております。ウオーキングを初めとした健康づくりにかかわる運動につい

ての啓発活動については、朝パッ君ネットワークでの活動を中心に健康マイレージ制

度やさまざまな健康課題に応じた講演、講座を実施しております。 

  また、リーダーの育成につきましては、先ほど申し上げました運動普及推進員の養

成講座をおおむね３年に１回実施して運動普及推進員の養成を行っており、修了生の

皆さんがボランティアで活動されている運動普及推進員協議会においても、県内２市

４町で組織する広島県市町村運動リーダーサミット交流会に参加して活動を発表、情

報交換するなど、自己研さんに努められておられるところでございます。 

  ウオーキングコースにつきましても、広島県と連携して整備を進めているふらっと

ウオーキングコースの活用や、運動普及推進員養成講座の中で学習の一環として町内

の新たなウオーキングコースを検討する取り組み、広島県国民健康保険団体連合会が

作成する広島ウオーキングブックに掲載するコースの選定等を行っておりますが、こ

のような健康づくりの推進、ウオーキングを初めとした運動の推進は、まだまだ十分

に町民の皆さんに浸透しているものではないと考えております。 

  健康課題やそれに対応した新しい手法を取り入れた活動が進められるよう、これか

らも調査研究に努め、町民の皆様にわかりやすい啓発活動を行い、健康づくりを推進

してまいりたいと考えております。 

  答弁は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  １３番中村勤議員。 

○１３番（中村 勤君） 御答弁ありがとうございました。運動普及活動についても、

行政としても協議会等を開いて取り組みをなされておられるということ、よくわかり

ました。今後ともその協議会を継続していただきまして、町民の健康寿命というもの



- 13 - 

を延ばすように努めていただきたいということを申し上げたいわけでございます。 

  それともう一つ、この本会議の場で申し上げたいのは、第４次総合計画の柱である、

基本理念である、誰もが住んでよかった、住んでみたいまちづくりというものを実現

するためには、このような空城山で行われておりますようなウオーキングのような運

動をし続けるということが大切なんではなかろうかと思います。そこで私も参加いた

しておりましたんですが、そこで感じたことは健康推進課の担当者が非常に人情味の

ある方で、優しく、そして住民の我々参加者の立場に立った温かい心根を持たれてい

た方で、そのような対応をしてくださったということが、我々大勢ですけど、何十人

かおりましたけど、長続きしたんではないだろうかというふうに思ってます。 

  何が言いたいかと申し上げますと、職員の対応。これは言葉遣い、あるいは行動。

そういうものが我々住民にとっては、町民にとっては、非常に大切なわけでございま

して、人づくりというか、そういうことを重く捉まえて行っていただきたいというこ

とを申し上げたいわけでございます。そういうことが、ひいては町民の健康づくりと

いうものにつながってくるのではないだろうかということを強く申し上げて、私の質

問を終わります。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 要望でよろしいですか。 

○１３番（中村 勤君） はい。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第４項、健康づくり運動の拡大を、１３番中村勤議員

の質問を終わります。 

  続いて、厚生関係、第５項、食育カレンダーによる食育啓発を、１７番小菅議員の

質問を行います。 

  １７番小菅議員。 

○１７番（小菅巻子君） 皆さん、おはようございます。食育カレンダーについての質

問をさせていただきます。 

  町民が健全な食生活を実践するためには、さまざまな経験を通じて食に関する知識

と食を選択する力を育むことが重要であります。 

  その啓発手法の一つとして、今年度から日常生活の中で常に目にとまるカレンダー

に毎日の食事における疾病予防や、楽しく、おいしく食べるための内容を掲載した

１２カ月の食育カレンダーの作成をしていただきました。 
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  こうした啓発事業は、町民の日常の健康推進のためには大変効果があるものではな

いかと思います。今後とも継続してバランスのよい食事の例や季節の料理のヒント、

食を楽しむための食育ヒント、食事のバランスチェックなどの工夫も加えた継続事業

として取り組んでいただきたいと思いますが、町の見解を伺います。 

  特に、幼児期からの食育は、将来の成長に向け大変重要な取り組みであると思いま

すが、よろしくどうぞお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） １７番小菅議員からの食育カレンダーによる食育啓発

をという御質問に御答弁申し上げます。 

  府中町における食育の推進につきましては、食育基本法に基づく食育推進計画の第

１次計画として、平成２１年度から府中町食育推進計画、府中ニコニコ食育プランを、

平成２６年度からは健康増進法に基づく健康増進計画と合わせて、第２次府中町健康

増進計画・食育推進計画、通称朝パッ君プランを策定し、町民の皆さんや健康づくり

に関する団体、教育、医療関係機関、企業や行政で朝パッ君ネットワークを組織して、

協働での健康づくりや食育推進に取り組んでおります。 

  具体的には、朝パッ君ネットワークにおける町内小学校５校で実施するおむすび体

験活動や、ネットワークに所属する各団体で実施される伝承料理や親子料理教室、さ

らに子どもの料理教室、野菜づくり体験などに取り組んでいるところでございます。 

  御質問にありました平成２８年度に策定いたしました平成２９年度のカレンダーに

つきましては、朝パッ君ネットワークの昨年度の共通目標でありました、かむことを

啓発するため、ネットワーク内の有志による企画グループで町民の皆さんへのお知ら

せ方法について検討され、作成されたものでございます。 

  議員御指摘のとおり、食育に限らず運動の推進など、健康づくりにかかわる情報は

日々の暮らしの中で心がけて取り組むことが有効であり、カレンダーとして目に触れ

ることによる啓発効果はあったものと感じております。 

  平成３０年度には、第２次府中町健康増進計画、食育推進計画の進捗状況を見きわ

め、後期計画としての見直しを図る予定としており、現在健康意識調査を行っている

ところでございます。 

  国の食育推進基本計画は平成２８年から第３次計画となり、新たな重点課題も示さ
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れており、これらに対応していくことも必要だと考えております。子ども、若者の育

成支援における共食等の食育推進、またその前段階となる妊産婦や乳幼児期に関する

栄養指導等も重点課題の具体的な施策とされており、御指摘いただいております幼児

期からの食育についても、今後も引き続き取り組むべき重要な課題であると考えてお

ります。 

  健康づくりや食育に関する情報を町民の皆様にわかりやすく、届きやすく発進する

ために、御質問にございました食育カレンダーを含めたさまざまな手法を検討させて

いただき、啓発活動に努め、健康づくりや食育を推進してまいりたいと考えておりま

す。 

  答弁は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  １７番小菅議員。 

○１７番（小菅巻子君） ありがとうございました。カレンダーを作成していただいて、

私のほうにいろんなお話があったんですけど、一番多かったのはおむすびって塩むす

び、昆布むすび、しゃけ、そういうものだけじゃなくて、あのカレンダーを見たとき

にいろんなおむすびの方法があったということを知りましたとか、やっぱり子どもが

帰ってきたときにおやつをあげてた、お菓子をあげてたけど、やっぱり子どもたちに

はおむすびをつくって、それでおやつとして食べさせてるとか、いろんな喜びの声を

聞かせていただいて、食育がこういうふうに家庭で楽しんでいただけるということは、

すごくよかったんだなというふうに思いました。 

  それと、やっぱり府中町がいろんな方策を練って取り組んでいただいてますけど、

町民の方はどのような取り組みを府中町がなさっていこうとしてるのか、また府中町

の町民がどのような形で参画が許されるのかっていうことは、ちょっとわかりづらい

んじゃないかなっていうふうに思うんですね。そういうためにもやっぱりカレンダー

みたいな、食育カレンダーみたいな、具体的に目で見てわかるということになると、

やっぱり町民の方たちも町がやろう、やってる方向性っていうものも理解していただ

けるし、また協力していただくことも可能じゃないかなというふうに思いました。 

  それと、食推さんが学校なんかに出ていっておむすび体験、朝の早くから行ってい

ただいて体験を子どもたちにしていただいているんですけど、そのような活動の中で

もやっぱり子どもさんが家に帰ってこういうことをしたんだと、おいしかったんだと
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いうような会話があるということもお母さんたちから聞かせていただいてます。 

  一番私が危惧してるのは、妊婦さんですよね。妊婦さんと若者の人が食事をとらな

い。それと、やっぱり妊婦さんたちは３回の食事よりもお菓子を食べて１日を過ごす

食生活。本当におなかに赤ちゃんがいて大切な時期なのに御飯を食べない。みそ汁飲

まない。お菓子を食べて代用するっていうか、何かそんな食生活をしてるっていうこ

ともお伺いしてます。 

  そんな中でやっぱりこれからも継続してやっぱり食育カレンダーっていうのは目に

とまり、それで方法も知識として得ていただくということで、一番重要じゃないかな

っていうふうに思いますし、また他の市町村でもそういうふうに食育カレンダーを毎

年つくられて、それでそこの静岡の三島市のほうに視察で行かせていただいたんです

けど、そこは子どもたちとかまだ妊婦のお母さんたちに野菜の大切さなんかも出向い

て、実際農業体験をなさってる人たちが出向いて料理を教えたり、野菜をどのように

してつくってるのか、自分たちのつくってる気持ちなどもお話をなさったり、ソムリ

エの人たちも同時に参加なさったりして食の大切さを伝えておられる取り組みを聞か

せていただきまして、ああすごいなと。本当に食事っていうのは命の源であると言わ

れてますけど、まさしくそうなんだなというふうにも思いましたし、食ほど楽しいも

のはないと私もこのたび痛感した次第でございます。 

  来年度においてはどのような予定を立てておられるのかということで、ちょっとお

伺いしたいと思います。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  健康推進課長。 

○健康推進課長（長西弘子君） 来年度につきましては、先ほども申し上げましたよう

に、今健康づくりの啓発については朝パッ君ネットワークで住民の方と協働で行って

おります。今年度については受動喫煙ということで企画グループのほうで検討してい

ただいており、来年度についてはまた改めて共通の取り組み課題などを検討していく

こととしております。 

  今年度企画グループで取り組んでいただいた受動喫煙については、これからポスタ

ー等を作成し、町内の店舗等に掲示をしていただいて啓発活動を進めていく予定とし

ております。 

  以上です。 
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○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  １７番小菅議員。 

○１７番（小菅巻子君） 来年度は喫煙に対してということですよね。その喫煙は府中

町の家庭に配布っていうことを考えておられるのか、それとも各店舗さんに協力いた

だけるところをお願いしてっていうふうに考えておられるのか。どうせ啓発するんで

したら、全家庭にそのようなことしはこういうふうな取り組みをしますよっていうよ

うな形のものもあってもいいんじゃないかなというふうには思ったんですけど、それ

はそれとして、どのようにそういうのも考えておられるのかちょっとわかんないんで

すけど、これから食育っていうのはずっとずっと続いていく課題でもあります。毎年

食育をしたからほかのものができないっていうんじゃなくて、並行して食育もしなが

らほかのこともしながらっていうような形のものもしなくちゃいけないんじゃないか

なっていうふうに。ことしはこれだから、ことしはあれだからじゃなくて、それだっ

たらもう本当に一回一回で終わってしまう。そうじゃなくて、継続しながらやっぱり

取り組んでいただきたいというふうに思いますけど、いかがでしょうかね。 

○議長（中村武弘君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（長西弘子君） さまざまな健康課題に取り組んでいるところなんです

けれども、１つのことを１年だけで終わるということではなく、複数年取り組んで並

行して取り組む形をとっております。 

  それから、受動喫煙のポスターにつきましては、受動喫煙をする機会が店舗等が多

いということで、現在のところ店舗等に掲示をしていただく予定としておりますけれ

ども、せっかく今年度企画グループで検討していただいた内容でもございますし、広

報等また広くお知らせするような形も考えていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第５項、食育カレンダーによる食育啓発を、１７番小

菅議員の質問を終わります。 

  続いて、厚生関係、第６項、高齢者の生きがいづくりについて、２番木田議員の質

問を行います。 

  ２番木田議員。 

○２番（木田圭司君） 皆さん、おはようございます。以前にもこのような質問をさせ

ていただいておりますが、このたび国のほうもちょっと動きが出そうなので、改めて
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質問させていただきます。先ほど中村勤議員の質問と一部重複する部分もあろうかと

存じますが、よろしくお願いいたします。 

  質問趣旨、国はおととし少子高齢化に取り組む新・３本の矢の実現を打ち出しまし

た。また、一億総活躍社会の実現に向けて、政府を挙げて取り組むと発表しており、

ことし１０月に行われました総選挙後もこれらの対策について具体的な案が次々と報

道されているところであります。 

  この新・３本の矢の実現に向けて、子育て支援などと同様に高齢者、特に介護問題

の対策であり、親などの介護を理由とした離職をなくす、いわゆる介護離職ゼロ対策

に重点が置かれています。 

  この対策は、具体的には特別養護老人ホームやサービスつき高齢者向け住宅といっ

た介護サービスの受け皿を拡充するといった内容が発表されています。 

  国が行う事業については、このように介護事業の施設整備を中心として対策を立て、

予算化することは、数字が出てわかりやすいということができますが、町が行う事業

としてはどうかとは思います。基盤整備事業でできた施設は、結局は皆様の介護保険

料などで運営されるものだからであります。 

  府中町のような基礎自治体が行うべきは、介護保険のサービスをなるべく受けずに

済むように、一般の高齢者さんを対象とした元気を保ち、いつまでも健康でいられる

ことを支援する事業だと思います。それには高齢者さんの生きがいづくりが必要では

ないかと考えますが、町の考えをお伺いします。よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） ２番木田議員からの高齢者の生きがいづくりについて

という御質問に御答弁申し上げます。 

  高齢者、特に介護問題の対策につきましては、議員御指摘のとおり、政府におきま

しては平成２７年１１月に一億総活躍社会の実現に向けた緊急対策として介護離職ゼ

ロ対策を、そしてその具体策として特別養護老人ホームやサービスつき高齢者住宅な

どの介護サービスの受け皿を平成３２年までに新たに５０万人分を拡充することを打

ち出しています。 

  これにつきましては、市町村では基盤整備事業については介護保険事業計画の中で

定めることとなっており、当町におきましても第７期の介護保険事業計画と高齢者福
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祉計画について、現在策定委員会におきまして審議中でございます。 

  基盤整備事業につきましては、策定委員会の審議の中でも介護人材の不足問題を受

け、器をつくってもそこで働く人がいないのではないかという心配の意見も出ており、

国の人材確保対策の実現が待たれているところでございます。 

  さて、高齢者の生きがいづくりについてですが、議員御指摘のとおり、高齢者の方

を家に引きこませない、元気なときに社会とつながりを持っていただくことは、老後

はできる限り元気でいていただくという高齢者福祉の基本に自然につながっており、

大変重要なことと考えております。 

  具体的な高齢者の生きがいづくりとしましては、町では主にいきいき百歳体操を展

開しております。これは高知市で開発されました、週に１回、３０分ほどＤＶＤを見

ながら椅子に座って行う簡単な体操で、筋力向上や転倒予防に効果が認められます。

５人以上のグループで申し込みがありましたら、ＤＶＤの提供や初回の体験指導など

の支援を行っております。町内会や任意グループなど、現在１０団体へ提供を行って

おり、今後も事業展開に力を入れてまいります。 

  従前からの取り組みとしましては、地域を拠点として参加者とボランティアが共同

で運営し、社会福祉協議会が支援するふれあい・いきいきサロン事業、町事業にも協

力いただいており、また高齢者のさまざまな活動を行う老人クラブやシルバー人材セ

ンターへの支援、敬老事業、公民館で実施しています高齢者学級などがあります。 

  また、地域で自主的に介護予防の活動、高齢者の社会参加及び閉じこもり防止等の

高齢者への支援を行う団体への補助も行っております。 

  例えば、認知症の方やその介護者を対象とした認知症カフェを行っている団体へは、

活動費の一部を補助しております。 

  なお、介護保険事業の一環として行う地域支援事業の包括的支援事業のメニューの

中に、高齢者の生活支援や介護予防サービスの体制を整備していく生活支援体制整備

事業がございますが、この事業を発展させていくことが高齢者の生きがいづくりにつ

ながっていくものと考えております。 

  高齢者の皆さんが長く元気に御活躍していただけるように、生きがいづくり事業に

しっかりと取り組んでまいります。 

  答弁は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 
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  ２番木田議員。 

○２番（木田圭司君） 御答弁ありがとうございました。町の高齢者の生きがいづくり

に関する事業がだんだんと広がっている状況をお伺いし、今後の展開も期待できるも

のと思っております。 

  質問ですが、先ほどの答弁の中に少し気になったのが基盤整備事業で施設をつくっ

ても、そこで働く人がいないのではないかという箇所があったと思いますが、実際ど

のような状況なのかをお伺いしたいと思います。 

  私もちょっと介護のほう携わっております。以前は免許、資格を持っていればよか

ったというか、資格者がいれば当然いろんな資格者がこの施設のこういうところには

何人いると。多分、今は実務経験を結構言われたと思います。実務経験が広島市で言

えば３年以上、府中町の場合は県の管轄になりますから５年以上とかいうのがありま

して、もうそういう資格者の取り合いが事業者間で起きているというふうに聞いてお

ります。御存じのとおり、離職率の激しい職場環境、業種でございますので、なかな

か人も定着しないしいうことであろうというふうに認識をしております。 

  以前、府中町としても資格者の育成をしていくとかいうお話もあったと思いますが、

それがどのようになっているのかということと、今さまざまないろんな施策を実施さ

れているというのがございましたので、利用者数がもしわかれば教えていただきたい

と。わからなければ後ほどでもいいですし、資料があればよろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  高齢介護課長。 

○高齢介護課長（森  太君） 介護人材不足につきましては全国的な問題であり、

２番議員さん御指摘のとおり、国は介護従事者の給与に対する底上げや外国人介護人

材受け入れなどの対策を行っておりまして、府中町におきましても第６期、今期の介

護保険事業計画期間中に、独自に処遇改善の補助金の交付などを行っております。 

  府中町は、介護事業所の運営を直接行っておりませんですが、このたびの高齢者福

祉計画等策定委員会や介護保険事業運営協議会などで委員の皆様から伺う話では、新

しく介護事業所ができますと、介護職員の不足から既存の事業所の介護職員が引き抜

かれるなど、結局既存の事業所から職員の取り合いになってしまうことがあると伺っ

ております。このため基盤整備事業につきましては、既存の事業所の運営が続けられ

なくなるかもしれないということで、先ほど議員も御指摘ありましたし、部長のほう
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からの答弁もありましたけれども、介護事業所の委員さんからは余り前向きな意見は

いただいてはおらないという状況でございます。 

  最初に申し上げましたように、介護人材不足は全国的な問題であり、広島県では県

社会福祉協議会が中心にこの件を主管しておりまして、府中町ができることとしまし

てはちょっと限られてくるんですけれども、例えば中学校で各種職業のことを学習す

る機会に介護職のことを紹介するパンフレットを置いていただくとか、職業体験の授

業に向け、町内の事業者さんへ受け入れをお願いしたりしておりまして、今後も町と

しては喫緊の課題としてできることを協力させていただこうと考えております。 

  先ほどもう一つ、資格の育成というところですけれども、部長の答弁の中でありま

した生活支援体制整備事業の中で、お元気サポーターというものを町の講義として行

っておりまして、この受講修了者が１９名いらっしゃいます。 

  それと、社会福祉協議会が行っておりますいきいきサロン。これが３３カ所、ボラ

ンティアと参加者の方を含めまして８５４人の方が参加をされておられます。 

  いきいき百歳体操につきましては団体でしか把握しておりませんが、これは部長の

答弁の中にもありましたが、１０団体ございます。これは５人以上ですので、５０名

以上の方が参加しているものと存じております。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  ２番木田議員。 

○２番（木田圭司君） 御答弁ありがとうございました。答弁にもありましたように、

府中町の場合は町独自で処遇改善費とかもやられてますし、いろいろな事業もやられ

てるようでございます。このたび国のほうも０．５ですかね、引き上げると。３年に

１回見直しがありまして、業界内ではもう厳しゅうなるよ、厳しゅうなるよという話

も出てた中で、このたびわずかでありますけど引き上げられるということではありま

すので、これがチャンスになるんかわかんないですけど、府中町の場合はいろいろな

活動されて頑張ってると思いますので、引き続き頑張っていただけたらということを

お願い申し上げて私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第６項、高齢者の生きがいづくりについて、２番木田

議員の質問を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（中村武弘君） ここで休憩をいたします。再開は１０時５０分からといたしま

す。休憩。 

（休憩 午前１０時３５分） 

 

（再開 午前１０時５０分） 

○議長（中村武弘君） 休憩中の議会を再開します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 続いて、厚生関係、第７項、待機児童の解消について、７番二

見議員の質問を行います。 

  ７番二見議員。 

○７番（二見伸吾君） 府中町における待機児童解消について質問をいたします。 

  １９９０年代半ばから、都市部を中心に希望しても保育園に入れない待機児童がふ

えてきました。２０１０年から２０１７年の待機児童数は、２万６，２７５人から

２０１４年には２万１，３７０人へと減りましたが、２０１５年から再びふえ、こと

し ２ ０ １ ７ 年 は ２ 万 ６ ， ０ ８ １ 人 と な っ て い ま す 。 全 国 で 待 機 児 童 が ２ 万

６，０８１人という数字は、実態からかけ離れている、実態はもっと多いという声が

全国のあちこちで聞かれます。 

  国は２００１年、自治体が独自に助成する認可外保育施設を利用しながら待機して

いる児童は待機児童から除いてよいなど、幾つかの条件を設けて定義を変えました。

この定義変更によって２００１年、３万５，１１４人だった待機児童は同じときに同

じ日に何と２万１，２０１人と、１万３，９４３人も減ったことになっています。実

際には待機児童なのに、国の基準はあれこれの制限をつけて待機児童にカウントしな

いようにしています。 

  就学前児童のうち、どのぐらいの児童が保育園を利用してるのかを示す利用率は、

２ ０ １ ０ 年から一貫してふえ続け、就学前までの全ての 児童で３ ２ ． ２％、

２０１０年から２０１７年には４２．４％と、１０．２ポイントもふえました。１、

２歳児では２９．５から４５．７へと１６．２ポイントも伸びています。このように

年々保育園に預ける子どもも、そして保育園に入れない子どもも、待機児も、実際に

はふえているわけです。 

  広島県内はどうか。県内市町の担当課から聞き取りをし、それをまとめました。
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２０１５年に改定された国の基準では、待機児の実態は全くわかりません。顕著に数

字にあらわれているのは、東広島市ぐらいです。府中町も５人ですから、少し努力を

すれば待機児が解消されるように思われます。しかし、今申しましたように、国の待

機児童の定義は大変厳しいものであり、保育園に子どもを預けたいけれども預け先が

ないということだけでは、待機児にカウントされません。そのことは各市町も承知を

していて、ほとんどの市町が２００１年までの定義、申し込みをしても入れなかった

子どもの数、保留児を独自に集計をしています。 

  では、我が町府中町の待機児童はどうなっているのか。今回、私が調べたときには

府中市は調査に協力していただけませんでした。待機児童が多いと思われる福山市や

廿日市市のデータもありません。保留児童数について考え方も市町で若干違うようで

すので、正確な比較ということにはならないんですけれども、そのことを前提に把握

したデータの範囲内で県内市町と府中町の状況を比較してみます。 

  実数で見ますと、府中町の保留児童数、事実上の待機児童は１２８人ですが、これ

は広島市１，１８５人、東広島市１８１人に次いで３番目になります。待機児童数、

事実上の待機児童、保留児ですけども、これを就学前児童数、２０１５年の国勢調査

の数ですけども、これで割った待機児童比率は、府中町が４．０ ８％、三 次市

１．８２％、広島市１．８１％。広島市の２倍以上待機児童が府中町にはいるんです。

世帯数の比較で見ても、府 中 町は０ ． ５ ７％、東広島市０ ． ２ ２％、広島市

０．２１％で、府中町の待機児童数は突出しています。先ほど述べましたようにデー

タのない自治体もありますので、暫定ワーストワンといったところでしょうか。少な

くても県内で待機児童問題が相当深刻な自治体であるということは間違いありません。 

  待機児童数は毎月変化しますので、調査する月がたまたま多かったり少なかったり

という限界があります。府中町も１０月１日には３人に減ったというふうに聞いてい

ます。移ろいゆく待機児童数。この実態を捉えるために、保育園等利用率と保育園充

足率という２つの指標を使って考えてみたいと思います。 

  まず、保育所等利用率ですけれども、認可施設である公私立の保育園入所児童数を

就学前児童数で割ったもので、就学前の子どものうちどの程度認可施設に入っている

のかわかります。府中町は下から４番目、３６．０％です。一番下から安芸高田市

３１．２％、大崎上島町３４．９％、海田町３５．８％、そして府中町となります。

この１市３町は、保育園に通ってる子どもが全体の３割台ということになります。 
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  利用率が低い理由は、２つ考えられます。 

  １つは、保育園に預ける親が少ない、需要がないということです。大崎上島町は定

員７５人に対して入所児童数は７３人で、待機児童はゼロです。担当課に聞いたとこ

ろ、町には３つの幼稚園があり、そちらに行かれる方が多いということでした。 

  もう一つは、保育園が足りないので利用率が低い。これが府中町や海田町の場合で

す。 

  次に、保育園充足率です。認可施設の定員合計を同じく就学前の児童数で割ったも

ので、それぞれの市町の子どもに比べてどれだけ子どもを受け入れることができるの

か。これを示しています。この充足率が低いのは、下から府中町３１．２％、海田町

３４．０％、大崎上島町３５．９％です。就学前の子どもに対して３割台しか認可施

設がない。高いのは、上から庄原市９７．９％、神石高原町９５．４％、北広島町

８６．１％です。保育園の充足率が高い市町は、保育所等利用率も高い。利用率は庄

原市７７．４％、神石高原町５９．７％、北広島町８１．１％で、待機児童もいませ

ん。利用率の高さは、保育園定員数によって支えられているんです。供給が需要を生

んでいる。 

  以上の検討からわかるように、府中町の待機児童は調査した月がたまたま多かった

からでもなく、ましてや親がここでなければだめだとわがままを言ってるからでもあ

りません。そのことは町の調査からも裏づけられています。待機児童、９月１日です

けれども、１２８人のうち、特定の園を希望してる人が１２４人、育児休業中で復職

が来年のため一旦辞退した人が１人、入所後に求職活動を開始しようという人が２人、

当初入所できる保育園を辞退し、幼稚園に通いながら待っている人が１人です。 

  特定の園を希望して待っている１２４人の内訳は、幼稚園及び認可外保育園等に通

わせながら町内の認可保育園の入所を待っている人が３１人、これから仕事を探す人

が３６人、家で面倒を見てる人が５７人で、そのうちの３９人は育児休業中です。幼

稚園は保育時間が短い。今は延長保育もありますけれども、認可外は保育料が高い。

だから、認可園に入りたい。保育園に入りたいという声は当然です。そして、保育園

に子どもを預けることができたら仕事をしたいという人がほとんどです。わがままで

も何でもありません。 

  府中町は、就学前の子ども約３，２００人に対してわずか１，０００人程度の保育

園 の 定員しかありません。幼 稚 園に通ってる子 どもは約１，１０ ０人。あとの



- 25 - 

１，１００人は行くところがないという状況であります。 

  この１，１００人の中には、申し込みをしてどうせ入れないからと諦めてしまって

いる人たちがいます。申し込みをする人はカウントできますが、この人たち、諦めて

しまってもう町の窓口にも行かない。こういう人たちがどのくらいいるかは、その実

数がわかりません。メディケア生命保険の調査によれば、就学前児童の母親の８割強

が仕事につきたいというふうに考えています。 

  これを府中町に当てはめてみますと、５００人ほどが就労を希望し、約７００人の

子どもが潜在的待機児童であるというふうに推察されます。るる述べてまいりました

けれども、要するに人口５万２，０００人の町としてふさわしい保育園、保育施設が

整備されていない。保育園の絶対数が足りない。ここに府中町における待機児童問題

が起こる最大の要因があるわけです。 

  現在でも保育園、保育施設は足らないわけですけれども、今後さらにもっと足らな

くなります。２０１ ７ 年の全国の保育 園 利用率は４２． ４％です。全国平均が

４２．４％。府中町の利用率は３６％。これが全国並みになる。利用率を上げようと

すれば、今の保育園の収容できる子どもに対して、１，３３０人分の保育園が必要に

なります。現在の認可施設の定員合計は１，０００人弱ですから、約３５０人分が不

足していることになります。しかも、利用率は年々上がっているわけです。そう遅く

ない時期に５０％に達することになるでしょう。すると、府中町は１，５７０人が入

れるだけの保育施設が求められることになり、５９０人分が不足をします。 

  政 府は男女共同参画基本 計 画 において、２ ５歳から４ ４歳の女性就業 率 を

２０１４年の７０．８％から２０２０年に７７％に引き上げるというふうにしていま

す。そのために必要な保育施設を３２万人分整備するとした子育て安心プランを発表

しました。３２万人分の整備計画について、２０２３年時点の女性の就業率を８０％、

保育の利用率を５３．６％として試算。３割近くが保育園に申し込まないことを前提

に し た試算ですけれども、それでも必要な保育施設は府 中 町に当てはめますと

１，６８０人分となり、７００人分が足りないんです。先ほどの潜在的児童推定数

７００人とほぼ同数ですから、預ける保育園さえ用意すれば働きたい女性はいる。す

ぐにでもこの目標が達成できるわけです。 

  政府の試算に対して野村総合研究所は、女性の就業率７７％を達成するためには、

８８万６，０００人分の保育施設が必要であると、別の試算を発表しています。野村
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総研と同じ方法で試算すると、府中町で必要な保育施設は約２，０８０人分です。あ

と１，１００人分の保育施設をつくらないといけない。これが近未来、そう遅くない

時期に想定される保育園の不足であるわけです。 

  いずれも他都市から子育て世帯が転居してくるということを想定してない。今のま

まの数字でこれだけふえる。子どもがふえなくても保育を必要とする子どもがふえる。

これが今の待機児童の大きな傾向であるわけです。 

  そこでお尋ねします。府中町の待機児童数１２８人は、就学前児童数比で深刻な状

況にあると考えますけれども、町としてどのようにお考えですか。 

  また、今後府中町の保育需要はますますふえ、現状ではとても対応できないと考え

られますが、この点についても町の見解をお聞かせください。 

  次に、南保育所の廃止の経緯について伺います。府中町は２０１６年４月に町で唯

一の町立保育園である南保育所を閉所いたしました。南保育所の定員は１２０人です。

現在の待機児は１２８人ですので、南保育所を閉所せず、存続させていたならば、今

の時点での待機児童はずっと少なかったはずです。なぜ南保育所を閉所したのか。 

  ２０１０年の府中町議会第１回全員協議会の議事録を読んでみました。そこで述べ

られているのは、金、金、金の話ばかりです。公立として運営した場合と私立保育所

に運営を委ねた場合に町が負担することとなる運営費を比較した場合には、公営、直

営のほうがはるかに多額の経費が必要である。新設公営の場合には、２００坪で１億

９，０ ０ ０万円も必要となり、全額町負担ということに な る。公 立 の 場合は

３，６５１万５，０００円、私立に委託した場合は７，９３７万１，０００円が国や

県から運営費として町に入ってくる。町が一般財源で賄う額。これが公立の場合には

１億２，９４６万４，０００円、私立に委託した場合には３，３９９万５，０００円

というふうになります。この公私の町の負担差が９，５４６万９，０００円となる。

こういったぐあいであります。議事録を読んでいて情けなく、悲しくなりました。子

どもたちのためにという発想が全くない。金がかならないからという理由で公立園を

廃止して民間に委ねてしまう。とても安易な発想です。 

  保育園は全国で民営化の嵐が吹きました。今もその流れはとまっていません。府中

町はその流れに乗って金を動かすために、たった１つしかない町立保育園をなくして

しまいました。そして、たくさんの待機児童をつくり出してしまった。 

  しかし、他の市町はどうか。県内２３市町のうち公立園がゼロなのは、府中町と坂
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町と大崎上島町の３つだけです。坂町と大崎上島町には待機児童はいません。２０市

町は公立園を運営しています。府中町よりも人口も財政規模も小さな町で複数の公立

保育園を直営で運営しています。神石高原町は、人口約９，０００人で一般会計予算

は約９２億円です。５つの町立保育園、定員２７０人を運営しています。北広島町は、

人口約１万９，０００人。一般会計予算は約１４４億円。やはり５つの町立保育園、

定員１８０人を運営している。人口５万２，０００人、一般会計予算１８２億円、平

成２８年は２１４億円。この府中町が１町立園、定員１２０人をなぜ維持できなかっ

たのか、維持しようとしなかったのか、私には全く理解ができません。 

  皆さん、公立保育園より私立保育園のほうが経費が安いのはなぜでしょうか。私立

保育園のほうが効率的な運営をしているからか。そうではありません。私立のほうが

人件費が安いからです。勤続１０年程度で月額３万円、主任保育士になると勤続年数

が若干違いますけれども、月１０万円ぐらいの差がある。私は私立保育園３園を運営

する社会福祉法人の理事をしていたことがありますけれども、職員全員の賃金を知っ

ています。園長を初めとしてとても安い。常務理事以外の理事は無報酬。常務理事の

賃金も大したことはない。法人として利益を上げているわけでもない。しかし、賃上

げを初めとする待遇改善はなかなか難しい。組合からの賃上げ要求に何とかして応え

ようとするけれども、なかなか希望に沿えない。それは十分な運営費が、運営費収入

がないからであります。 

  賃金を含めた待遇の悪さは、保育士不足という別の問題を引き起こしています。ま

ず、保育士の資格をとった人の半分しか保育園に就職しません。そして、保育園に就

職した人の半数が５年未満でやめてしまう。職安に求職する保育士資格者の半分は保

育士を望まない。資格を持っていても働いていない潜在保育士は約８０万人いると厚

労省は推計をしています。賃金が安いこともさることながら、休暇が少ない、とりに

くいといった労働条件の悪さが、保育士が働き続けることを阻んでいます。 

  公立の保育士も他の仕事と比べればそれほど賃金が高いわけではありませんが、私

立と比べるとこれは高い。公立保育園を廃止して民営化することは、より劣悪な労働

条件へ保育士を追いやり、やめていく保育士をふやすことになります。もちろん公立

であっても今非正規の保育士、これがふえてるわけですけれども、これではやはり劣

悪な労働条件ですから、これも改善しないといけません。 

  公立保育園は、保育、幼児教育を提供する自治体の直営施設として地域の標準的な
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保育水準を維持し、底上げしていく役割を果たしてきました。地域の保育、子育て支

援の中核施設として、さらには市町が地域の全ての乳幼児の状況を把握し、子どもの

福祉の向上のために必要な施策を打ち出すための行政機関の最前線としての役割を果

たしていくことが求められています。府中町は、このように重要な役割を果たす町営

保育園を廃止してしまいました。 

  冒頭にも述べましたように、待機児童問題は既に全国では１９９０年代半ばから始

まっています。南保育所について説明のあった全員協議会は２０１０年ですが、その

場でも全国で待機児童が２万４，０００人いるということが議員の質問の中で紹介さ

れています。しかし、この時点で待機児童問題は府中町にとって対岸の火事であった

ようです。そして、待機児童問題が噴出し、「保育園落ちた。日本死ね」というブロ

グが大きな話題となったのは、２０１６年２月でしたけれども、その翌月に南保育所

は廃止されました。そして、今１２８人もの事実上の待機児童がいます。 

  そこで伺います。南保育所を存続させていれば、１２８人もの待機児童を出さなく

てよかったのではないですか。町の見通しは間違っていたのではないでしょうか。町

の考えをお聞かせください。 

  次に、町の待機児童対策ですが、第４回定例会における児玉議員の質問に対して答

弁されていますので、それについて伺います。 

  対策の１つ目は、定員増加です。新たに認定こども園を開園し、南保育所の定員

１２０名以上を確保というふうに答弁されましたが、開園は８０人でスタートし、段

階的に定員をふやして、現在は１６０人になっています。先ほど述べましたように南

保育所１２０人分をなくしたので、純増は４０人にすぎません。その他の園でも定期

増をしているわけですが、それでも町の定員合計は９７９人分でしかありません。現

在でもこの定員の１５％、１４９人を超過して受け入れてる。建てかえがある場合は

別ですけれども、既にある園舎の場合には面積に限りがありますので、定員増には限

界があり、子どもを詰め込むことになりかねません。 

  事業所内保育所は、従業員枠も入れて１９人で、地域枠はわずか６人。来年４月に

開園する小規模保育所の定員は１９人です。広島市や福山市といった大都市を除けば、

小規模事業所や事業所内保育所はどこも１つか２つぐらいしかありません。補助的な

手段であっても、これらによって待機児童をなくすことはできません。ましてやさら

に着実にふえていく保育需要に応えることはできないでしょう。 
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  もう一つ打ち出しているのが、プラチナ保育手当事業です。答弁でこの事業を新し

い保育の選択肢であり、大きな施策の一つと述べられています。プラチナ保育手当事

業とは、就労や疾病等により昼間に保育することができない保護者のかわりに児童の

保育を継続的に行う祖父母等に対して、月額１万５，０００円を支給するものです。

このような手当を出すことを否定するわけではありませんが、これは祖父母への託児、

祖父母による子育てであって、保育とは性質を異にするものです。 

  保育は、専門的保育者、保育士や幼稚園の先生、専門的保育者が子どもを集団で育

てます。子どもたちは日々友達と遊んだりけんかをしたりしながら、人と人とのかか

わり方を学びます。絵を描いたり、歌ったり、絵本を読んでもらったり、砂場で泥だ

んごをつくったりして生きる力の土台をつくるんです。プラチナ保育は保育園に入れ

ない子どもたちの緊急避難先としての役割はあるかもしれません。しかし、専門的保

育者もなく、かかわる他の子どもたちという集団もないものを新しい保育の選択肢と

位置づけることは、適当ではありません。 

  また、事故が起きたときには誰が責任をとるんでしょうか。プラチナ保育が新しい

保育の選択肢であり、大きな施策であるならば、その保育中に起きた事故は町が責任

をとらなければなりません。 

  そこで伺います。プラチナ保育中に起きた事故の責任は誰がとるんでしょうか。 

  また、既存の保育園の定員増やプラチナ保育といった代替措置では、待機児童を若

干減らすことはあっても、なくすことはできないと考えますが、町はどのように判断

されているでしょうか。 

  今まで述べてきましたように、府中町は保育園の定員が子どもの数に比べて余りに

も少な過ぎ、町が進めている待機児童対策では、現時点での待機児ですらなくすこと

ができません。焼け石に水です。ましてやこれから予想される年々ふえていく需要に

も応えられない。今就学前のお子さんを持つ親たちが一番望んでいるのは、保育園に

子どもを預けられることです。その願いに応える努力をしなければ、府中町は広島都

市圏で子育てしにくい町というふうに呼ばれることになるでしょう。 

  私は、やはり町立保育園を再びつくるべきだと思うんです。南保育所の跡地は公園

になってしまいましたので、他の場所を探さなければなりません。南保育所と同規模

のものをつくれば、現時点での待機児の大半はなくなります。その足らずを小規模保

育などで補うこともできるでしょう。 
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  先 ほ ど も 紹 介 し ま し た け れ ど も 、 保 育 園 の 建 設 費 用 、 こ の 時 点 で は １ 億

９，０００万円ということでしたけれども、全額町負担だと当時の福祉保健部長は全

員協議会で述べています。しかし、これは事実とは違います。一般財源化で公立保育

園整備のための補助金がなくなったという誤解があるんですけれども、実は国庫補助

金分に当たる事業費の２分の１は全額地方債を充当でき、その２分の１に対して

１００％交付税措置がされるんです。ですから、町の負担は１億９，０００万円だと

すれば、９，５００万円になる。半分なんです。残りの半分については、その８割を

社会福祉施設事業債を充てることができます。こちらは交付税措置はありませんけれ

ども、単年度に大きな負担がかかるということはないんです。 

  運営費についても非常に大きな数字を挙げていましたけれども、国庫負担分の一部

財源化に伴い、地方交付税の算定に当たって、従来の国庫負担金分も含めた地方負担

の全額について基準財政需要額に適切に措置されるよう、各市町村の実際の公立保育

園の入所児童数に応じた補正を行っておりますと２０１５年の３月に当時の高市早苗

総務大臣、これが国会で答弁してるんです。ですから、実際にはもう全部町の負担だ

なんていうことはないわけです。当時の福祉保健部長の説明は、廃止するために明ら

かに誇大な説明をしたというふうに言えます。 

  名古屋市で公立保育園が廃園、民営化になったとき、それを引き受けた園の園長さ

んが次のように書かれています。「公立保育所は、公的保育のシンボル。公立保育園

の保育を見れば、そこの自治体の保育に対する姿勢や思いが見てとれると思います。

私たちの子どもを大事に守ろうとしている自治体なのかどうか、働く親世代を支援し

ようとしているのかどうか、公立保育園の保育を見ればわかるんです。そんな自分た

ちの表現の場であり、大事な核となる保育園を全廃しようとさえしている自治体があ

ることに、一体どっちを向いて仕事をしているのかと大きな疑問を感じます。困った

ときには我が町に公立保育園があるという安心感。それこそが公立保育所が担ってき

た責任なのではないでしょうか」というふうに平松さんという園長さんがおっしゃら

れています。 

  さて、最後の質問です。我が町は既に町立保育園を全廃してしまいました。といっ

ても１つしかなかったわけですけれども、たった１つの町立保育園さえなくし、待機

児童がふえています。 

  そこでお尋ねします。待機児をなくすためにも、子どもたちのよりよい未来のため
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にも、子育てしやすい町にするためにも、町立保育園を復活させるべきだと考えます

が、町にはそのようなお考えがありませんか。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） ７番二見議員からの待機児童の解消についてという御

質問に御答弁申し上げます。 

  近年、少子化や核家族化の進行、夫婦共働き家庭やひとり親家庭の増加、女性の社

会進出、地域における住民間の連帯感の希薄化などに伴い、仕事と子育ての両立を支

援する保育所の役割はますます大きくなっています。 

  あわせて、保護者の就労状況や価値観、ライフスタイルの多様化から、延長保育な

どさまざまな保育ニーズが求められています。町の保育所は、国が示す保育所保育指

針に基づく保育を提供し、町域の保育の質の向上に努めるとともに、将来にわたって

安定的で良質な保育サービスを提供し、保護者の多様な保育ニーズに柔軟に対応して

いくとともに、保育環境の整備や安定的な保育の運営に取り組んでいるところでござ

います。 

  それでは、御質問に答弁させていただきます。 

  まず１点目、府中町の待機児童数は、就学前児童数比で深刻な状況にあると考える

が、町としてどのようにお考えですかの御質問と、２点目、今後府中町の保育需要は

ますますふえ、現状ではとても対応できないのではないですか。この点についても町

の考えをお聞かせくださいの質問ですが、まとめて答弁させていただきます。 

  国が定義する待機児童につきましては、毎年４月１日と１０月１日現在で国に報告

しておりますが、国に報告しました待機児童数は１０月１日現在で３名でございます。

議員御指摘の９月１日現在の特定な園を希望しているなどの理由による潜在的な待機

児童数は１２８名であり、町として対策が必要と受けとめております。 

  ここ数年の保育需要の増大については、女性の社会進出等による共働き家庭の増加

等の社会的要因とともに、当町の就学前児童数が微増を続けていることも要因と考え

ております。 

  保育所の定員増につきましては、平成２７年度から５カ年計画であります府中町子

ども・子育て支援事業計画において、計画的に進めているところでございます。しか
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し、就学前児童数が府中町子ども・子育て支援事業計画策定時の人口推計を上回る結

果となっており、今年度、次年度以降の保育事業数の見直し行い、子ども子育て会議

に諮ったところでございます。今後は新しい需要数に沿った保育環境の整備を計画し、

保育事業を実施してまいりたいと考えております。 

  ３点目の質問、南保育所を存続させていれば、２８名もの待機児童を出さなくてよ

かったのではないですか。町の見通しは間違っていたのではないでしょうか。町の考

えをお聞かせくださいの質問についてです。 

  子どもたちによりよい環境で保育を受けてもらうためには、老朽化した保育所の建

てかえ等を行い、さらなる保育の質の向上を目指す必要がありました。しかし、現状

では三位一体改革による公立保育所運営や整備費の大幅な財政負担の増加など、現行

制度では公立保育所でこれを実現していくことは困難であり、現行制度でこれらを実

現していくためには、民営化は有効な手段であり、今後の保育事業や社会情勢等から、

子どもたちの保育環境の面や町の財政状況を考えた上での廃止方針が決定されたもの

でございました。 

  廃止に至りましては、南保育所は１２０名の定員で保育しておりましたが、保育の

混乱を避けるため緩やかな閉園計画を立て、計画に沿って毎年受け入れ児童数を減ら

し、平成２７年度末をもって閉園いたしました。南保育所の定員をカバーする形で平

成２４年度に認定こども園の定員を８０名で開園した後、毎年増員し、平成２６年度

には南保育所の定員を上回る１３０名の定員とし、平成２９年度には１６０名と着実

に増員しております。 

  認定こども園は、南保育所の代替施設として開園しておりますので、南保育所が存

在していたとしても、今と同じように潜在的な待機児童数は発生し、入所できないこ

とには変わりありません。潜在的な待機児童数と南保育所の閉園は直接的な関係はな

く、今後の保育需要の増大を見越し、新しく認定こども園を開設することで南保育所

以上の定員を確保した当時の町の見通しについては、間違いではなかったと考えてお

ります。 

  ４点目、プラチナ保育中に起きた事故の責任は町がとるのでしょうかの質問でござ

いますが、プラチナ保育手当事業は保育の必要なお孫さんを祖父母等が自宅で保育す

る孫育てに対し、手当を支給する事業であり、３歳未満のお子さんの保護者がお子さ

んの保育が必要になったときに、保育園等による集団保育という従来の選択肢だけで
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なく、祖父母等による家庭保育によりプラチナ保育手当を受けるという新しい選択肢

をふやした事業でございます。家族が御自宅で保育されているお孫さんについて、一

般の家庭で保育されているお子さんと同様に、町が責任をとるものではございません。 

  ５点目、既存の保育園の定員増やプラチナ保育といった代替措置では、待機児童を

若干減らすことはあってもなくすことはできないと考えますが、町の考えをお聞かせ

くださいの御質問ですが、議員御指摘のとおり、既存の町内の認可保育所の定員増や

建てかえ、事業所内保育施設の認可及び小規模保育所の新設などに取り組んでおりま

すが、ニーズ量に対応するにはまだまだ新たな受け入れ体制が必要な状況でございま

す。 

  また、プラチナ保育手当事業についても現在２５名の方から申請していただいてお

りますが、待機児童対策に直接つながるものではございません。 

  今後の保育所等の整備方針につきましては、子ども子育て会議の意見を伺った後の

決定となりますが、対策としましては国の進める既存の幼稚園の認定こども園の移行

について、町内の私立幼稚園と引き続き協議を進め、保育の受け皿を広げてまいりた

いと考えております。 

  あわせて、保育ニーズが増加しております２歳以下の児童を対象とした小規模保育

所及び事業所内保育施設等の整備も含め、他市町のような公募による保育所整備につ

いても検討し、見直しました保育事業数の確保を図ってまいりたいと考えております。 

  ６点目、町立保育所を復活させるべきだと考えますが、町にはそのような考えはあ

りませんかの御質問ですが、平成１６年に行われました三位一体改革等の影響により、

公立保育所の運営費や施設の整備に係る国の負担が廃止され、その全額が地方交付税

の基準財政需要額に算入されることとなりました。 

  一方、民間保育所については、市町村が設置する公の施設とは異なり、その運営費

の国庫負担は引き続き国が責任を持つとされました。 

  これにより、公立保育所の運営や整備に対する経費は町の一般財源からの支出とな

り、町の財政負担がふえる厳しい状況となりました。行政は限られた財源の中で最大

の効果を上げるためには、効率化を図っており、より少ない経費で同じサービスを提

供できる方法があれば、その方法を検討し、取り組んでいくことが必要であります。

町においては、育児と就労の両立支援を行うとともに、今後見込まれる保育所の定員

超過、潜在的な待機児童の解消、また老朽化した南保育所施設の今後のあり方が大き
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な課題となりました。 

  これらの状況に対処していくには、効率的、効果的な保育所運営を図っていくとと

もに、待機児童を出さないため、また多様化する保育事業に対応した保育施策の一層

の充実が必要であります。南保育所を廃止し、その代替施設として民間の認定こども

園を活用することによって、施設の維持費、また建築費及び保育所運営費に係る経費

を削減し、削減した経費をもって定員超過の解消や保育サービス及び子育て支援の充

実を図っているところでございます。 

  また、町内２カ所の私立保育所は南保育所より歴史が長く、先行して保育事業を行

っておられました。私立保育所においては、保育業務のみならず延長保育、休日保育、

一時預かり事業、地域子育て拠点事業など、新たな特別保育メニューが開始された際

にも率先して取り組まれるなど、町の保育行政に多大な貢献をされております。 

  このように、保育ニーズに柔軟かつ弾力的に対応できる民間保育所の役割は大きい

ものと考えており、町立保育所の復活については考えておりません。 

  答弁は以上でございます。御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  ７番二見議員。 

○７番（二見伸吾君） まず、府中町の待機児童数の現状に対して、町として対策が必

要であり、今後についても新しい需要数に沿った保育環境の整備を計画し、保育事業

を実施していきたいという認識が示されました。ぜひ一刻も早く具体化するようお願

いをいたします。 

  プラチナ保育手当事業は、待機児童対策に直接つながるものでないというふうに明

言をされ、安心をいたしました。今後とも無資格者による保育を公的保育にかわる措

置と位置づけることがないようにお願いをいたします。 

  南保育所の廃止についてですが、南保育所が存続していた場合、代替施設である認

定こども園が存在しない。だから、潜在的な待機児童と南保育所の閉園は直接的な関

係がないというふうに言われました。認定こども園を新設する際に既存の保育園を廃

止しなければならないという決まりは、どこにもありません。直接的な関係がないの

は、南保育所の廃止と認定こども園の開園の認定であります。老朽化した南保育所の

建てかえや運営に多額の経費が必要だから町立保育園を廃止し、そのかわりに名乗り

を上げた法人に認定こども園を任せた。南保育所の定員１２０人を超える定員に現在
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なっていますけれども、１６０人ですので、１回目の質問で言いましたように純増は

４０人です。全国で待機児童がふえ始めたのは、１９９０年代半ばからです。 

  広島市はどうだったのか。広島市の保育指導課に問い合わせたところ、次のような

回答が来ました。 

  本市において市議会の議事録等を調べてみたところ、待機児童という言葉が初めて

出始めたのが平成８年、１９９６年ごろとなっており、全国的な時期とも一致します

ので、本市でも同様１９９０年代半ばと言えるのではないかと思います。 

  このように回答いただきました。広島市で起きていることが、広島市に取り囲まれ

ている府中町で起きないはずがないじゃですか。そして、事実時間は数年おくれまし

たけども、このように問題になってる。府中町で２０１０年には目立った待機児童が

いなくても、将来的には起こると考えるのは、これ当然じゃないでしょうか。 

  三位一体改革のことも出ました。三位一体改革は地方への税源移譲をはるかに上回

る国庫負担金と地方交付税を削減するもので、地方自治体の財源不足を生み出し、地

方行政に打撃を与えていること、これは事実です。しかし、だからといって公立保育

園が維持できないとか、新たな園舎を建てることができないわけではありません。国

の負担が廃止されたというのは正確ではありません。答弁にもありましたが、全額が

地方交付税の基準財政需要額に算入されているわけです。使い道は特定されなくなっ

た。しかし、そのためのお金は引き続き交付税として支給をされている。あとは町の

判断で算入されてる額を公立保育園のために使うのか、ほかのことに使うのかという

ことになってるわけです。 

  そこで質問です。第１回目の質問でも申しましたように、保育園を建てる費用も半

分交付税措置があるわけです。運営費も公立保育園の入所児童数に応じた補正がある

んです。高市早苗大臣が言ったことをそのまましたんですけれども、私のこの説明、

間違っているんでしょうか。 

  また、県内の市町のほとんどが公立保育園を運営しているのに、府中町が町立保育

園を維持できない財政上の特段の事情があったんでしょうか。ただ単に民間のほうが

安く済むからという理由だったんではないでしょうか。 

  私は町立保育園の復活、新設を提案してるわけですけれども、部長はより少ない経

費で同じサービスを提供できる方法として、町立園の廃止と民間の認定こども園の活

用を選んだと答弁をされました。この点についても私は１回目の質問で述べましたが、
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保育園における経費の差をつくり出しているのは、保育士、職員の処遇、とりわけ賃

金格差にあるわけです。賃金が低ければ経費が安く済むのは当然です。考えなければ

ならないのは、待遇の悪さが保育士不足をつくり出してるということです。民間保育

園の保育士、職員の待遇改善を進めていけば、官民の保育所の経費の差は、これは縮

小されていくことになる。人件費を除けば、公立だから経費がかかる、私立だから安

いということはないんです。 

  質問です。公立保育園の廃止、民営化は、処遇改善に逆行してると思いますが、こ

の点についての見解をお聞かせください。 

  保育ニーズに柔軟かつ弾力的に対応できる民間保育園の役割は大きいと、このよう

に答弁をされました。民間保育園の役割は大きいということを否定するわけではあり

ません。しかし、保育ニーズに柔軟かつ弾力的に対応できる民間保育所という表現に

私は違和感を感じました。ひっくり返せば、公立保育園は柔軟さと弾力性を持つこと

ができないというように言ってるように聞こえるからです。これは私は公務の敗北宣

言だというふうに思います。 

  ことし第１９３回通常国会で、地方独立行政法人法が改悪をされました。地方独立

行政法人が行うことのできる業務を列挙した２１条、業務の範囲に、新たに窓口業務

で定型的なものを加え、対象となる業務を別表に示しました。別表には、戸籍、住民

基本台帳、マイナンバー、国民健康保険、高齢者医療、国民年金、介護保険、障がい

者福祉、母子保健、児童手当を初めとした広範な業務を挙げています。これらを国の

方針は町の直営から独立行政法人へと民間委託しようとしているわけです。 

  法律は既に変わりました。これ以上の官から民への流れをとめることができなけれ

ば、これまで府中町がやってきたように現業を民営化するだけにとどまらず、皆さん

方の一般事務も民営化されていく。公務員は町長一人ということにもなりかねません。

独立行政法人で現在の処遇が確保されるかどうかもわかりません。効率化が求められ

ているのですから、人件費や労働条件も削減される、切り下げられるということに動

くことになるでしょう。私は保育園はもちろん、その他の仕事も民間でなく公務だか

らこそできるということがあると、このように考えています。公立だから、公務だか

ら、硬直している、高くつく、効率が悪いとみずから言ってしまっては、身もふたも

ないじゃありませんか。 

  そこで質問です。公立園では保育ニーズに柔軟かつ弾力的に対応できないと考えら
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れているんでしょうか。 

  以上、４点についてお答えください。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  福祉保健部長。 

○福祉保健部長（山西仁子君） ただいまの御質問、まず１点目、交付税措置の御質問

ですが、議員御指摘のとおり保育所整備費においても、運営費においても、当時も現

在も交付税措置がございます。整備費については、現在は地方債の７０％が措置され

ております。また、運営費についても基準財政需要額で措置されておりますので、議

員の御説明は間違いではございません。 

  ２点目、府中町が町立保育園を維持できない財政上の特段の事情があったのでしょ

うかという御質問ですが、保育は行政の責務であり、児童の健全育成のための保育の

質の向上に努めているところです。 

  南保育所の閉園につきましては、議員御指摘のように、単に民間のほうが安く済む

からという理由ではなく、町の保育の質の維持、向上のためにも老朽化した南保育所

の建てかえ問題は避けて通れない問題であり、その検討について平成１７年の府中町

集中改革プランの中で公立保育所の民営化について検討を開始して以来、平成２７年

度末に閉園するまで１０年かけて在園児保護者の説明会等も含め議論を重ね、真摯に

対応してまいりました。民間にできることは民間に委ねることで、行政として対応し

なければならない新しい政策課題など重点的に対応した効率的な行政体制を実現する

ことも可能となります。財政的な問題だけでなく、総合的に判断した結果でございま

す。 

  ３点目、公立保育園の廃止、民営化は、処遇改善に逆行していると思いますが、こ

の点について見解をお聞かせくださいということについてなんですけども、議員が御

指摘されました処遇の悪さは保育士不足をつくり出しているというのは、確かに一因

だと思います。処遇改善は民間の保育士の処遇を改善するもので、待機児童の解消に

向けて保育の受け皿を進めていく中で、保育の担い手をどう確保していくかは本当に

重要な課題であります。保育士の処遇を改善することは、人材確保を図る上で必要な

手だてであり、民間保育士の給与アップにつながるものです。町としても国の施策に

従い、しっかりと処遇改善に取り組んでいきたいというふうに考えております。 

  ４点目、公立保育園では保育ニーズに柔軟かつ弾力的に対応できないと考えている
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のでしょうかという点なんですけども、公立保育所が効率的、弾力的な対応ができて

いないとは考えておりません。 

  しかし、公立保育所は町の行政組織の一つであるため、予算の制限があったり、事

業の実施については法令等に基づいた手続をへることも必要となります。そういうこ

ともあり、迅速な対応に欠ける面もございました。それに対して私立保育所では柔軟

に、迅速に対応できるものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ございますか。 

  ７番二見議員。 

○７番（二見伸吾君） 今の答弁やっぱり聞いてますと、やっぱり論拠崩れてるわけで

すよ。お金が一緒だ。違うのは人件費だけなんですね。だから、町が保育所を維持し

ようと考えれば十分維持できたし、先ほどもるる述べましたように、他の市町はみん

な維持してるわけですよ。３つだけなんです。 

  ですから、民間でできることは民間で。この点についても２回目の質問で言いまし

た。こういうことを許してたら、皆さんの仕事も民間にされる。民間のほうが効率が

いいんだと、もう一般事務も民間でいいじゃないか、そういうところに任せようとい

う流れになってる。その中でやっぱり私は公務とは何か、公的保育とは何かというこ

とを、これをぜひ改めて考えていただきたいというふうに思います。 

  全国的には公立園は廃止、民間委託、民間移管、官から民への流れの中にあります。

公立園は２０００年には１万２，７２３園だったのが、２０１５年には９，１９８園

へと３，５２５園も減りました。私立民間園は９，４７２園から１万４，３３９園へ

と４，８６７園ふえています。 

  しかし、そういう中でも新たに公立園を立ち上げたところがあります。東京都北区

では、ことし４月、区直営の保育園３カ所、こども園１園をオープンしました。

８０人程度の常勤保育士採用に５００人を超える応募があったと聞いています。保育

士資格を持っている人は保育が嫌いなわけではなく、賃金を初めとする処遇の悪さか

ら仕事につくことをためらっている。公務員で常勤なら働きたいという人がたくさん

いるのだということを裏づけています。 

  最後に町長に伺います。部長も新しい需要数に沿った保育環境の整備を計画し、保

育事業を実施したいと答弁をされました。広島都市圏で一番の子育てしやすい町の実
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現を掲げる府中町ですが、この目標実現のためには待機児童解消は喫緊の課題と思わ

れますが、町長はどのようにお考えでしょうか。 

  また、政府の子育て安心プラン、３２万人分の保育施設整備に対応する府中町の必

要数は１，６８０人分で、およそ７００人分が不足をしております。目標期日は

２０２０年ですから、あと３年しかありません。政府の努力が足りないのが進まない

最大の原因ですけれども、町としても子ども・子育て支援事業計画をできるだけ早く

見直し、一刻も早く待機児童を生み出さないような施設整備を図るべきだと考えます

が、いかがでしょうか。私としては、ぜひその中で公立保育園の復活、新設について

も除外することなく、選択肢の一つとして検討していただきたいと思います。 

  以上、２点をお伺いし、私の質問を終わります。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 御指摘のとおり、私は広島都市圏で一番子育てしやすい町の実

現ということを掲げております。これまで何度か申し上げておりますが、一番の子育

てしやすいというのは、一つ一つの施策、事業が全て広島都市圏で一番ということで

はなくて、結婚、妊娠、出産、育児、子育て、切れ目のない施策を展開すると。それ

に志を育む町をつなげて、トータルとして広島都市圏でナンバーワンの町にしたいと

いうことを申し上げてきました。そのためにはさまざまな施策、サービスメニューに

チャレンジをしていく必要がございます。大変な大きな事業だと思います。 

  ちょっと余談なんですが、来年度にはその一連の流れの中で、広島県ネウボラにつ

いてもチャレンジをしたいというふうに思ってます。 

  そうした中で保育所が、保育所事業に対して住民の満足度が低いということはあっ

てはならんわけでございまして、子育てしやすい町の大きな大きな一つの大きな要素

だというふうに認識をしております。そのために先般、昨年の１２月に一般質問ござ

いましたが、私の答弁としましては、いわゆる潜在的待機児童というのは厚生省の基

準の外におるんで問題ないという認識には立ってないと、いわゆる潜在的待機児童は

できる限り縮減していく取り組みを進めるということを答弁させていただきました。 

  その当時は、子ども・子育て支援事業計画に基づきまして、先ほど部長のほうから

答弁させていただいた内容で進めるという趣旨で答弁したわけでございますが、先ほ

どの答弁もありましたように、この支援事業計画が基礎的な就学前児童の推移の現実
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と乖離が出てきとるということがありますので、今現在事業の見込み量についての再

算出をしたということでございます。 

  今後は、必要なサービスの必要な見込み量に対して確保をどうしていくかというこ

との計画を策定していくということになろうかと思います。この点につきましては、

これも答弁がございましたが、具体的な施策としましては、特に２歳以下の児童を対

象とした小規模保育所、あるいは事業所内保育施設に加えまして、公募による保育所

整備を視野に入れて検討していく必要があるというふうに認識をしておるところでご

ざいます。 

  それと同時に、これを実現するための財源手当、財源の確保を今後していく必要が

あると思います。こうした作業は少し大変な作業でございますので、ちょっと時間が

かかるというふうに思っております。そうは言っても、御指摘のあったように時間軸

で考えればそんなにのんびりする話じゃありませんので、具体的なスケジュールを含

めて最大限の努力してまいりたいというふうに思っております。 

  次に御質問の２項目めとしましては、公立保育所の復活、新設も除外せずに検討さ

れたいということでございます。 

  実は、南保育所が廃止を決定する前の段階でありますけど、私、前職職員でありま

したんで、平成１８年、１９年、民生部長を務めておりました。当時は公立保育所を

廃止して民間保育所に委ねるという方向性については行革等でありましたけど、具体

的な移行手だてについてはまだできてないという段階でございました。 

  私の民生部長の在職中は具体的な進展がなかった。力不足でなかったのかもわかり

ませんが、なかったわけですが、在任中に町を挙げての検討ではありません。部内で

の検討をいたしました。それは比較的コストの高い、コストのかかる公立保育所の存

在する意義はどういうことになるんかということの検討をいたしました。高コストと

いうのは、先ほど議員のほうから御指摘ありましたように、人件費が要因であると。

それはそうだと思います。ただ、そのことについては今触れません。高コスト、比較

的高コストの公立保育所の意義について、もう一回確認したいという作業をしました。 

  １つには、保育ニーズに応えるだけの民間サービスが確保できるかということでご

ざいまして、民間保育所でサービスが確保できないということになれば、公が出てこ

れカバーせにゃいけんわけでございますけど、市場に委ねるだけで必要なサービスが

供給できないというケースでありますが、府中町では公立保育所に先立って民間保育
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所が開設されてる。先ほど答弁ありましたように、そういった歴史がありまして、複

数の民間保育所があると。そのそれぞれの保育所の経営者の皆さんは、非常に意欲的

に取り組んでいただいております。 

  それと、また府中町はこういった都市部にございますので、既存の民間保育所、あ

るいは新たに参入する民間保育所も十分に考えられるので、民間保育所だけで必要な

サービス量を確保できないということはないだろうという判断をその際しました。そ

れから、したがって府中町の保育ニーズについては、民間保育所によって供給できる

ということが第１点です。 

  次に、そのほかに公立保育所の意義ということでございます。民間保育所にはでき

ない保育サービス、高コストであっても公立保育所でしか提供できない保育サービス

があるだろうかと。また、そうした保育サービスを町立の保育所が担うことができる

んだろうかということの検討をしました。 

  例えで言えば、保育サービスではありませんが、医療分野で公的医療機関が担って

いるような高度医療であるとか、あるいは急性期の医療。そこまでいかないにしても、

保育について保育の先進的なモデル事業、すぐには民間保育所ではできない保育サー

ビス。そういったものがあるだろうかということを検討いたしましたが、結論として

想定できなかった。ないということであります。 

  そればかりか、当時近々の課題でございました延長保育の時間延長、あるいは休日

保育事業。こうした緊急の近々の課題であった事業について、町内の民間保育所は先

行して実施していただきまして、公立保育所は後塵を拝するということでございまし

た。残念ではありますが、公立保育所がそういう役割を果たせなかったということで

ございます。残念ではありますが、あえて高コストの公立保育所を設置運営する意義

がその際には、検討した際には積極的な意義が見出せなかったという記憶がございま

す。これは議員で言えば公務の敗北宣言に等しいじゃないかという御指摘でございま

すが、それについての評価は置いといて、現実がそうなんです。今の現実はそうだと

いうことというふうに認識をしております。 

  これらの要因、先ほど福祉保健部長のほうからも説明がありましたが、私は公務サ

ービスのありようであるとか、公務員制度に起因してるんかなというふうに思います

が、それをさておいて、そのことを今議論するとこじゃありませんので、公立保育所

によって保育サービスをより質の高い、そしてニーズに応じたサービスすることが難
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しいということでございました。 

  そういうことでございますので、公立保育所の復活、新設を除外することなく検討

するようにという御意見でございましたが、現時点ではそのように考えずに、先ほど

答弁させていただいた内容で事業計画についてのサービス量の確保策を立てていきた

い。それと、その確保策についての財源手当について、きちっと策定をした上で実施

をしてまいりたい。できる早くしてまいりたいというふうに思っておりますので、以

上でございます。 

○議長（中村武弘君） 以上で、第７項、待機児童の解消について、７番二見議員の質

問を終わります。 

  以上で、厚生関係の質問を全部終わりました。 

  続いて、建設関係の質問を行います。 

  建設関係、第１項、消えかかっている道路の白線について、１２番西議員の質問を

行います。 

  １２番西議員。 

○１２番（西 友幸君） 府中町も３つ、総務文教、建設とあるんですが、最近本当建

設が何やっとるんかわからんぐらい質問がないわけなんですが、１問建設の質問させ

ていただきます。 

  私、青崎東に住んでいますが、きょうも来るとき柳ケ丘のメーン道路、つばきバス

が通るとこですね。白線が１本引いてあるだけです。歩道もありません。そして、イ

ワサキからこちらに来るときずっと見ていくと歩道があり、さらには道路内の白線が

あり、歩道の中にまた黄色い線がしてあるわけなんです。もうまさに複雑な線という

か、さらに新幹線の下では自転車が通る自転車専用レーンもあります。 

  それで、例えば横断歩道なんかを見てみますと、ほとんどラインが消えております。

白く薄くなってると。道路内の１本線がこれもちょっとようわからんですが、今のこ

とを検討していくと、じゃあ柳ケ丘はそこは歩道になるんか、輪道になるんかという

ことも言えるし、今こっち側へ来るときは白線が輪道であって、歩道内の黄色い線は

右と左に行く線かと全くわからんような形態の道路をとっとるようでございますが、

先般もバイクのイマダがあるとこと金剛保育園のとこで死亡事故、瀬戸ハイムの方が

亡くなられたんですが、その後も長崎スパーク、１個船越よりですね。あそこで車が

歩道に人が通りよって待ちよって、そこへ突っ込んできて横転したと、そういう事故
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が発生しとるわけなんですが、この白線の意味、例えば黄色い歩道の中の線の意味っ

ていうのが、町民の間に徹底してないんじゃないかと思うんですよね。 

  それで、事故もよく起きてるし、町の消防車もよく事故してるし、本当事故いうの

は一瞬の間です。ちょっと目をそらした瞬間に事故が起きます。もっとまともにぴし

ゃっと歩道のラインをきれいにしていくとか、横断歩道ですね。それから白線の意味、

道路内にある白線の意味を、これ輪道、自転車が通る道路か、バイクが通る道路か、

人が通る道路かという道路の説明をしておかんと、町民の方は、私は柳ケ丘のあれは

歩道だと思っとるんですが、１本白い線が入っとるのは。そこらの説明全くないわけ

なんですよね。 

  もっと道路いうのは、今ちょっと私お手伝いで立ち退きなんかやっとるんですが、

南小線なんかやってますけど、これ１３メートルあって歩道が３メートルぐらいある

わけなんですね。そのような道路の形態を本来とっていくべきであるんですが、この

前も専決事項でちょっと道路位置指定を町の道路編入するということで報告がありま

したが、私はこういうとこもどんどんとっていくべきだと思っております。 

  それで、ちょっと質問したいのは、白線の補修は年間どのぐらい件数があるのかと

いうのと、補修すべき白線の場所はどのように把握されているのかというのと、今先

ほど白線の意味ですね、歩道内の黄色い線の意味。ここらの歩道、車道に関しての線

の意味をもう少し詳しく説明せんと、例えば子どもなんかこんなん全然わからず通っ

てると思うんですよ。通学路、通学路いうけど、そこらの意味の説明もないのに通学

路どうじゃこうじゃいうこと自体が私はおかしいと思うんですが、そこらの説明をよ

ろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 答弁。 

  建設部長。 

○１３番（中村 勤君） 議長にお願いしたいんですが、時間延長になるときは事前に

時間延長しますという議長の宣言がないと、これ時間延長することはできないと思う

んですけど、いかがでしょうか。 

○議長（中村武弘君） 時間延長いうのは、５時を過ぎたときが時間延長であって、お

昼にかかるときは時間延長ではありません。申しわけないです。続いてやらせてくだ

さい。 

○建設部長（梶川幸正君） １２番西議員の御質問、消えかかっている道路の白線につ
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いて御答弁をさせていただきます。 

  議員からの御質問に係る白線についてですが、交通事故を防止し、安全で円滑な交

通を確保するために果たすべき役割は、重要であると考えております。 

  路面標示には、区画線や道路標示と呼ばれる線や文字がございます。その表示は、

道路法に基づき道路管理者が設置する外側線や交差点マーク、減速などと、道路交通

法に基づき公安委員会が設置する横断歩道や停止線、黄色い線といった規制表示など

に分かれております。 

  道路管理者が設置する路面標示については、公安委員会と十分協議の上実施をして

おります。道路の白線については、舗装整備に合わせ効果的な設置を図っております

が、議員御指摘のとおり、町内には白線等消えかかっている路面標示がありますが、

町としては限られた予算の中で対応している状況でございます。 

  それでは、１つ目の御質問、白線の補修は年間どのくらいの件数があるのかについ

てですが、町が道路管理者として修繕する路面標示について、件数での回答は難しい

ため、車道外側線を含む路面標示の総延長でお答えさせていただきます。 

  修繕の延長は、平 成 ２ ７ 年 度は約１，１ ０ ０メートル、平 成 ２ ８ 年 度は約

１，５００メートルでございます。 

  また、公安委員会が平成２９年度に修繕した横断歩道及び今後の予定を合わせた箇

所数は１４カ所でございます。 

  次に、２つ目の御質問、補修すべき白線の場所はどのように把握しているかについ

てですが、町職員が道路パトロールにより主要道路は月１回、全ての町道についても

２カ月に１回調査を行っており、これにより把握する場合と、町民等皆様から通報や

要望により確認、対応させていただくケースがございます。 

  なお、一般住民の皆様では、道路管理者が所管するものとの区別がつかないため、

おのおの所管へ修繕要望がございますが、関係機関が連携し、現地の情報を確認し、

対応しているところでございます。 

  それと、最後ございましたが、今の道路に引かれてる線等の意味についての部分で

すが、今後小学生、今なんかでも交通安全教室等々やっておりますので、そういう場

で説明していきたいというふうに考えております。 

  今後とも路面標示の修繕については、関係機関が密に連携を図り、交通安全対策の

推進に向け、鋭意努力してまいります。 
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  以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（中村武弘君） ２回目の質問ございますか。 

  １２番西議員。 

○１２番（西 友幸君） 事故、先ほども言ったんですけど、命にかかわることですよ

ね。それで、例えば今部長のあれでなかったんですが、歩道内の黄色い線ですね。そ

ういったものとか、前回もハマダ鉄工のところで１人亡くなってるわけなんですけど、

町長、本当にこれ府中町で安全、安心、命にかかわる問題ですね。救急車と同じぐら

い大事なことだと思うんですけど、ここらを単純にそんな言葉で逃げられたんじゃ、

私やっとられませんので、町長ちょっと安全・安心の町を掲げられてるわけなんです

から、この白線の意味を小学生に教えるぐらいのことは、指導員じゃなしに町がちゃ

んと広報で説明するとか、小学校内で通知するとか、いろいろあるじゃないですか、

やり方って。それ交通指導員に頼っていては、交通指導員が例えば東警察に行って聞

いてきて、それをまた。 

  この前うちでもちょうど歩くときにちょうど板になってて、こうぷらっとやったら

腕に巻くんですね。それで、光を発生するものがあるんですが、これを東署行ったら

くれるわけなんですよ。そういったもんの配慮とか指導員はやってるわけなんですが、

これ指導員一つに任せるんじゃなくて、ちょっと町としての対応をどう考えてるかひ

とつ聞かせてください。 

○議長（中村武弘君） 町長。 

○町長（佐藤信治君） 御質問は、白線の道路管理等の領域で建設部長のほうが御答弁

させていただきましたが、安心・安全という領域も含めて今後どのようにやっていけ

るのか、議員さんの御指摘を受けてどういうふうなことができるんかいうのは執行部

のほうで検討してまいりたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（中村武弘君） ３回目の質問ありますか。いいですか。 

  以上で、第１項、消えかかっている道路の白線について、１２番西議員の質問を終

わります。 

  以上で、建設関係の質問を終わります。よって、日程第２、一般質問を終わります。 

  ちょっとお聞きします。昼時間に入っておるんですが、あと少しですので最後まで

進めたいと思いますが。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） それでは、よろしくお願いします。 

  次に参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第３、第４５号議案、平成２９年度府中町一般会計補正予

算（第５号）を議題に供します。 

  本案について理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 第４５号議案 平成２９年１２月１８日提出。 

  平成２９年度府中町一般会計補正予算（第５号） 

  平成２９年度府中町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，６６３万８，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８６億５，９９１万１，０００円と

する。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                              府中町長 佐藤信治 

  詳細についての説明は、企画財政部長が行いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） 補足説明。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） 第４５号議案、平成２９年度府中町一般会計補正予算

（第５号）について、補足して説明いたします。 

  歳入歳出補正予算を、歳入歳出補正予算事項別明細書により説明いたします。 

  ５ページをごらんください。歳入です。 

  款 繰入金、項 基金繰入金、目 財政調整積立基金繰入金、財政調整積立基金か

らの繰入金は、本補 正 予算で必要な一 般 財源を 措 置するもので、１，６６ ３万

８，０００円の増額補正です。 

  次に、６ページは歳出です。 

  款 土木費、項 都市計画費、目 公共下水道費、下水道事業特別会計繰出金（負
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担）事業は、下水道事業特別会計の補正に伴い、必要となる一般財源を繰り出すもの

で、１，６６３万８，０００円の増額補正です。 

  以上で、補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） それでは、質疑を行います。 

  質疑は５ページ、６ページの歳入歳出一括で行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） なければ、以上をもって質疑を終わります。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） なければ、お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決決定

いたしました。 

  次に参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第４、４６号議案、平成２９年度府中町下水道事業特別会

計補正予算（第２号）を議題に供します。 

  本案について理事者の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） 第４６号議案 平成２９年１２月１８日提出。 

  平成２９年度府中町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

  平成２９年度府中町の下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，０１１万５，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億３，８３９万３，０００円とす

る。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
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出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                              府中町長 佐藤信治 

  詳細の説明は、企画財政部長が行いますので、よろしくお願いします。 

○議長（中村武弘君） 補足説明。 

  企画財政部長。 

○企画財政部長（高石寛智君） 第４６号議案、平成２９年度府中町下水道事業特別会

計補正予算（第２号）について補足して説明いたします。 

  歳入歳出補正予算を歳入歳出補正予算事項別明細書により説明いたします。 

  ５ページをごらんください。歳入です。 

  款 分担金及び負担金、項 負担金、目 事業費負担金、公共下水道維持管理負担

金は、３４７万７，０００円の増額補正です。 

  府中ポンプ場の維持管理費について、従来から広島市に経費の一部を負担していた

だいているところですが、本補正予算でポンプ場設備等更新等工事の経費が増額とな

ったため、負担金についても増額するものです。 

  次に、款 繰入金、項 一般会計繰入金、目 一般会計繰入金、一般会計からの繰

入金は、本 補 正 予 算で必要とな る 一 般 財源を 措 置するもので、１，６ ６ ３万

８，０００円の増額補正です。 

  ６ページは歳出です。 

  款 総務費、項 下水道管理費、目 公共下水道管理費、公共下水道改修等事業は、

ポンプ場設備等更新等工事、２，０１１万５，０００円の増額補正です。 

  府中ポンプ場については、今年度予算でディーゼルエンジンの２基の点検を実施し、

必要な修繕を行っているところです。１０月に行った１号機ディーゼルエンジン点検

整備後の試運転では特に異常は発生しませんでしたが、２号機ディーゼルエンジン整

備完了後、再度の試運転を１２月５日に行ったところ、１号機エンジンにふぐあいが

発生し、始動できない状態となりました。 

  原因は、今回点検箇所とはなっていなかったシリンダーヘッド部の破損によるもの

で、早急に対応が必要であるため、必要な経費を増額補正するものです。 

  破損した部分については部品交換が必要となりますが、部品製作には相当の期間を

要します。よって、今年度中に工事を完了するために本議会に追加議案として提案を

させていただくものです。 
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  補足説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（中村武弘君） それでは、質疑を行います。 

  質疑は５ページと６ページの歳入歳出一括で行います。 

  質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） なければ、以上をもって質疑を終わります。 

  討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） なければ、お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決決定

いたしました。 

  次に参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第５、議員提出第３号議案、道路整備に係る補助率等の嵩

上げ措置の継続を求める意見書を議題に供します。 

  本案につきましては、提出者が全員でございます。よって、提案説明、質疑、討論

を省略し、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決決定

いたしました。 

  次に参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第６、議員提出第４号議案、私立幼稚園教諭の処遇改善な

どを求める意見書を議題に供します。 

  本案につきましては、提出者が全員でございます。よって、提案説明、質疑、討論

を省略し、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決決定
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いたしました。 

  次に参ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（中村武弘君） 日程第７、議員提出第５号議案、精神障害者の交通運賃割引制

度の適用を求める意見書を議題に供します。 

  本案につきましては、提出者が全員でございます。よって、提案説明、質疑、討論

を省略し、原案のとおり決したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中村武弘君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決決定

いたしました。 

  以上で、今定例会に付議された案件の審議は、全て終了いたしました。 

  ここで町長が御挨拶したいと申し出ておられますので、許可します。 

  町長。 

○町長（佐藤信治君） １２月定例会閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

お礼を申し上げます。 

  本定例会は、去る１５日から本日まで５日間でありましたが、町長報告を含めまし

て２１件の議題を提起させていただきまして、全てお認めをいただきました。改めて

お礼を申し上げます。 

  議員の皆様方からは、議案審議、一般質問においてさまざまな貴重な御意見をいた

だいたところでございます。今後の事業執行、町政運営に大いに生かしてまいりたい

というふうに考えております。 

  ことしは府中町制施行８０周年の節目に当たる年でありまして、４月１日の記念式

典を皮切りに幾つかの記念事業を行うことができました。 

  また、府中北交流センターの開館や府中中学校の改築、改修工事を終え、全ての学

校施設の耐震化事業が完了するなど、事業においても一つの節目の年であったかなと

いうふうに思います。 

  町議会の議員の皆様とは、引き続き町政の両輪として諸問題につきましてしっかり

議論をし、府中町の発展、住民福祉の向上のために力を合わせて尽くしてまいりたい

と、そのように考えておりますので、重ねてよろしくお願いいたします。 

  ことしもきょうを入れて残すところ１３日ということでございます。皆様方も健康
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に留意されまして、お元気で新しい年を迎えていただきますように念じまして、お礼

の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（中村武弘君） これをもちまして、平成２９年第５回府中町議会定例会を閉会

いたします。御苦労さまでした 

（閉会 午後０時２０分） 
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    上記記録の内容が正確であることを証するため署名する。 

  

               府中町議会  議 長 
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